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24％ 22 13 15 15 65

北アメリカ 2
オセアニア 16

ロシア 1

59.3％ 17.5 7.7 8.4

0.61.8 4.7

アジア 47 アフリカ 54 ヨーロッパ 44 中・南アメリカ 
33

国数（197）［2023年8月現在］

［2018年］面積（13454万Km2）

人口（78億3660万人）
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4 バチカン市国

コソボ

ノルウェー
フィンランド
スウェーデン

アルジェリア

マリ

リビア

マルタ

エジプト

スーダン
サウジアラビア

ヨルダン

チャドニジェール
モーリタニア

（西サハラ）

イスラエル
レバノン

ミャンマー

タイ

スリランカ

モルディブ

クウェート

モーリシャス
マダガスカル

コモロ

タンザニア
セーシェル

アンゴラ

カメルーン

ボツワナ

南アフリカ

コンゴ
民主共和国

コンゴ
共和国

ブルンジ
ルワンダ
ケニア

ウガンダ ソマリア

エチオピア中央アフリカ

ナイ
ジェリア

ジブチ

バハマ

ベネズエラ

（フ）
スリナム

ブラジル

ボリビア

ペルー

アルゼンチン

ジャマイカ

ハイチ

ザンビア
ナミビア

マラウイ
モザンビーク
ジンバブエ
エスワティニ
レソト

アラブ首長国連邦
オマーン

バーレーン
カタール

イラク
イラン

ロシア連邦

モンゴル

パキスタン

ラオス

朝鮮民主主義人民共和国
大韓民国

カナダ

アメリカ合衆国

キューバ
メキシコ

コロンビア

エクアドル

チリ

中華人民共和国 日本

フィリピンベトナム

ブルネイ

パラオ

シンガポール

カンボジア

ミクロネシア連邦

マーシャル諸島

パプアニューギニア
ソロモン諸島

キリバス

ツバル

ナウル

フィジー

ニュージーランド

オーストラリア
トンガ

サモア
インドネシア 東ティモール

バヌアツ

（フ）

クック諸島
ニウエ

マレーシア

オーストリア
ポーランド
スロバキア
ハンガリー
セルビア
コソボ
ルーマニア

アフガニスタン

インド

シリア
キプロス

トルコ
ブルガリア

ネパール
ブータン
バングラデシュ

ベリーズ
グアテマラ

エルサルバドル
ホンジュラス
ニカラグア
コスタリカ
パナマ

イエメン
エリトリア

（デ）

南スーダン

1 モナコ
2 リヒテンシュタイン
3 サンマリノ
4 バチカン市国

5 スロベニア
6 クロアチア
7 エストニア
8 ラトビア
9 リトアニア

10 ベラルーシ
11 ウクライナ
12 モルドバ
13 ジョージア
14 アルメニア

21 ボスニア・
　　ヘルツェゴビナ
22 北マケドニア
23 モンテネグロ
24 アルバニア

15 アゼルバイジャン
16 カザフスタン
17 ウズベキスタン
18 トルクメニスタン
19 タジキスタン
20 キルギス

［2017年現在］

ドミニカ共和国
セントクリストファー
 ・ネービス
アンティグア・バーブーダ
ドミニカ
セントルシア
セントビンセント
　・グレナディーン諸島
バルバドス
グレナダ
トリニダード・トバゴ
ガイアナ　

パラグアイ
ウルグアイ

ドイツ
オランダ
イギリス
アイルランド
ベルギー
フランス
スペイン
ポルトガル
ギリシャ

チェコ

チュニジア
モロッコ

アンドラ

ルクセンブルク
スイス

アイスランド
デンマーク

イタリア

セネガル
ガンビア
ギニアビサウ
ギニア
シエラレオネ
リベリア
ブルキナファソ
コートジボワール
ガーナ
トーゴ
ベナン
サントメ・プリンシペ
赤道ギニア
ガボン

カーボベルデ

［2021年現在］

ロシア連邦
ベラルーシ
カザフスタン
ウズベキスタン
トルクメニスタン

タジキスタン
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アゼルバイジャン
モルドバ

アメリカ合衆国
カナダ
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イギリス
フランス
ドイツ
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ベルギー
オランダ
ルクセンブルク
ノルウェー
スウェーデン
デンマーク

アイスランド
フィンランド
アイルランド
スイス
オーストリア
ギリシャ
トルコ
スペイン
ポルトガル
日本
韓国
オーストラリア
ニュージーランド

USMCA（3か国）

アメリカ合衆国
カナダ
メキシコ

2023年8月現在の加盟国・地域

＊
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日本
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シンガポール
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フィリピン
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中国
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香港

メキシコ
チリ
パプアニューギニア

ロシア連邦
ペルー
ベトナム

EU（27か国）

NATO（31か国）

EFTA（4か国）
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ブルガリア
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クロアチア
フィンランド
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マルタ

キプロス

アフリカ圏の全独立国と西サハラ

アフリカ連合（AU）（55か国・地域）

CIS（10か国）

OECD（38か国）

APEC（21か国・地域）

上海協力機構（8か国）
中国
ロシア連邦
カザフスタン
ウズベキスタン

タジキスタン
キルギス
インド
パキスタン

ラテンアメリカ経済機構（25か国）

●はALADI加盟国（13か国）

●メキシコ
グアテマラ
ベリーズ
ホンジュラス
エルサルバドル
ニカラグア
●パナマ
ハイチ
ドミニカ共和国
バルバドス
トリニダード・トバゴ
　バハマ
●キューバ
●チリ
●ペルー

●コロンビア
●エクアドル
スリナム
ガイアナ

メルコスール
（6か国）
南米南部共同市場

●アルゼンチン
●ブラジル
●パラグアイ
●ウルグアイ
●ベネズエラ
●ボリビア

＊2020年にNAFTAに代わって
米国・メキシコ・カナダ協定
（USMCA）が発効した。
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アフリカ圏の全独立国と西サハラ

アフリカ連合（AU）（55か国・地域）
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OECD（38か国）

APEC（21か国・地域）
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メルコスール
（6か国）
南米南部共同市場

●アルゼンチン
●ブラジル
●パラグアイ
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●ベネズエラ
●ボリビア

＊2020年にNAFTAに代わって
米国・メキシコ・カナダ協定
（USMCA）が発効した。
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番号 原文

3

3
4

札幌

青森

盛岡秋田

仙台
山形

福島

水戸宇都宮前橋

さいたま
千葉東京

横浜

新潟

富山金沢

福井
甲府

長野

岐阜

静岡
名古屋

津
大津京都

大阪神戸 奈良

和歌山

鳥取
松江

岡山
広島

山口
徳島

高松

松山

高知
福岡

佐賀

長崎 熊本

大分

宮崎
鹿児島

那覇

北海道

青森県

岩手県秋田県

三重県

山形県 宮城県

福島県

茨城県

栃木県
群馬県

埼玉県

千葉県

東京都

神奈川県

新潟県

富山県石川県

福井県 
山梨県

長野県岐阜県

静岡県
愛知県

滋賀県京都府

大阪府

兵庫県

奈良県
和歌山県

鳥取県
島根県

岡山県
広島県

山口県

徳島県
香川県

愛媛県 高知県
福岡県

佐賀県

長崎県 熊本県

大分県

宮崎県

鹿児島県

沖縄県

日光の社寺

国立西洋美術館本館（ル・コルビュジエの
建築作品－近代建築運動への顕著な貢献－
の7か国にまたがる構成資産の一つ）

姫路城

厳島神社

「神宿る島」
宗像・沖ノ島と
関連遺産群

 古都京都の文化財
（京都市，宇治市，大津市）

古都奈良の文化財
な　 ら

ほうりゅう じ

じょうきも　ず ふる いち い れい さん けい みち
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1972年にユネスコ総会で採択
された世界遺産条約にもとづ
いて，2021年現在，文化遺産
897件，自然遺産218件，自然
と文化の複合遺産39件が登録
されている（うち日本にある
世界遺産は，文化遺産20件，
自然遺産 5件）。
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1972年にユネスコ総会で採択
された世界遺産条約にもとづ
いて，2024年現在，文化遺産
952件，自然遺産231件，自然
と文化の複合遺産40件が登録
されている（うち日本にある
世界遺産は，文化遺産21件，
自然遺産 5件）。
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18 第１章　公共的な空間をつくる私たち

「おのずから」の
働きと誠実さ

日本の伝統的な人間観には，どのような特徴があ

るだろうか。日本語の言い回しから考えてみよう。

私たちは，「結婚することになりました」とか「就職することになりました」

というような言い方をする。ここには，自分の主体的な意図や力をこえた，

何かしらの大きな働きのようなものから事態が生まれたという見方が感じ

られる。

丸
まる

山
やま

真
まさ

男
お

によれば，『古
こ

事
じ

記
き

』や『日
に

本
ほん

書
しょ

紀
き

』以来，日本人の歴史意識には，

このように「つぎつぎに・なりゆく・いきおい」という考え方が働いている。

つまり，あらゆるものは，人間が意識的につくるものではなく，つぎつぎ

と「おのずからなりゆくもの」という考え方である。そして，この自然ない

きおいと一体化するために，私たちは伝統的に心情の純粋さを重んじてき

た。「清
きよ

き明
あか

き心」「正
せい

直
ちょく

」「誠」の心でたがいに接しあい，「はらい」や「みそぎ」

によって「けがれ」を取り去れば，「おのずから」の働きでうまくことが運び，

安心であるという見方が，私たちの生活に根づいている。

しかし，この「おのずから」の働きと一体化していこうとする態度のせい

で，だれも責任をとらず，なりゆきまかせとなってしまうとすれば，無責

任な社会となってしまう。丸山は，このような事態を「無責任の体系」とよ

んで批判した。場の「空気」によって物事が決まり，判断を下
くだ

した当事者が

おらず，責任の所
しょ

在
ざい

もわからないというしくみそのものへの批判である。

「公」と「私」
私たちの伝統的な考え方は，「公」と「私」の理解の

しかたについてもみることができる。「公」は「お

（₁₉₁₄～₉₆）

1

1

2

3

「みそぎ」は，黄
よ

泉
み

の国から帰還したイザナギが水で全身を清めたことに由来する
とされる。神社の入り口で行う手

ちょう

水
ず

は，それを簡略化したものである。

私たちのものの考え方はどのように伝統・文化とかかわっているか？
伝統・文化のなかの
人間

3

1丸山は，世界の創世神話のなかに「つくる」
「うむ」「なる」の三つの発想を読み取った。つ
まり，①唯

ゆい

一
いつ

の創造神が無から世界を「つく
る」，②男女の交わりのような営みによって
世界を「うむ」，そして③さまざまな事物が自
然現象のように「なる」，という発想である。
2日本人は道徳的に悪いことを「きたない」と
表現する。これに対して，清らかで純粋な心
を古代日本人は「清き明き心」とよんだ。これ
が中世には私利私欲のない「正直」の心として，
近世以降は人をあざむかず真実を偽

いつわ

らない
「誠」の心として重視されてきた。

3このことばで丸山が批判したのは，軍国主
義を台

たい

頭
とう

させた戦前日本のファシズム体制で
ある。

日本に「社会」はなかった？
　西洋からsocietyという語が入ってきたとき，日本人は
その翻訳に苦労したという。societyは，独立した「個人」
を単位とする人間の結びつきである。対して日本では，
人はみな具体的な人間関係のなかで，身分や役柄として
存在するものとされる。つまり，西洋のsocietyに対応す
る概

がい

念
ねん

や現実が日本にはなかったようだ。
　昔から日本にあったのは「世間」という語である。今で
も「世間体を気にする」「世間を騒がせて申し訳ない」など
というが，「社会」とは意味あいが微妙に違う。ことばに
は，私たちの伝統的な人間観や倫理観があらわれる。そ
して翻訳とは，異

こと

なる伝統との対
たい

峙
じ

と交わりなのである。

1丸山真男　日本の政治学者・思想史家。戦
後民主主義の擁

よう

護
ご

者
しゃ

として強い影響力をもっ
た。主著『日本政治思想史研究』『現代政治の
思想と行動』『日本の思想』。

福
ふく
沢
ざわ
諭
ゆ
吉
きち

（1835～1901）
中
なか
村
むら
正
まさ
直
なお

（1832～1891）

※societyを「世
間」と訳した例
は少ない。
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18 第１章　公共的な空間をつくる私たち

「おのずから」の
働きと誠実さ

日本の伝統的な人間観には，どのような特徴があ

るだろうか。日本語の言い回しから考えてみよう。

私たちは，「結婚することになりました」とか「就職することになりました」

というような言い方をする。ここには，自分の主体的な意図や力をこえた，

何かしらの大きな働きのようなものから事態が生まれたという見方が感じ

られる。

丸
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男
お

によれば，『古
こ

事
じ

記
き

』や『日
に

本
ほん

書
しょ

紀
き

』以来，日本人の歴史意識には，

このように「つぎつぎに・なりゆく・いきおい」という考え方が働いている。

つまり，あらゆるものは，人間が意識的につくるものではなく，つぎつぎ

と「おのずからなりゆくもの」という考え方である。そして，この自然ない

きおいと一体化するために，私たちは伝統的に心情の純粋さを重んじてき

た。「清
きよ

き明
あか

き心」「正
せい

直
ちょく

」「誠」の心でたがいに接しあい，「はらい」や「みそぎ」

によって「けがれ」を取り去れば，「おのずから」の働きでうまくことが運び，

安心であるという見方が，私たちの生活に根づいている。

しかし，この「おのずから」の働きと一体化していこうとする態度のせい

で，だれも責任をとらず，なりゆきまかせとなってしまうとすれば，無責

任な社会となってしまう。丸山は，このような事態を「無責任の体系」とよ

んで批判した。場の「空気」によって物事が決まり，判断を下
くだ

した当事者が

おらず，責任の所
しょ

在
ざい

もわからないというしくみそのものへの批判である。

「公」と「私」
私たちの伝統的な考え方は，「公」と「私」の理解の

しかたについてもみることができる。「公」は「お

（₁₉₁₄～₉₆）

1

1

2

3

「みそぎ」は，黄
よ

泉
み

の国から帰還したイザナギが水で全身を清めたことに由来する
とされる。神社の入り口で行う手

ちょう

水
ず

は，それを簡略化したものである。

私たちのものの考え方はどのように伝統・文化とかかわっているか？
伝統・文化のなかの
人間

3

1丸山は，世界の創世神話のなかに「つくる」
「うむ」「なる」の三つの発想を読み取った。つ
まり，①唯

ゆい

一
いつ

の創造神が無から世界を「つく
る」，②男女の交わりのような営みによって
世界を「うむ」，そして③さまざまな事物が自
然現象のように「なる」，という発想である。
2日本人は道徳的に悪いことを「きたない」と
表現する。これに対して，清らかで純粋な心
を古代日本人は「清き明き心」とよんだ。これ
が中世には私利私欲のない「正直」の心として，
近世以降は人をあざむかず真実を偽

いつわ

らない
「誠」の心として重視されてきた。

3このことばで丸山が批判したのは，軍国主
義を台

たい

頭
とう

させた戦前日本のファシズム体制で
ある。

日本に「社会」はなかった？
　西洋からsocietyという語が入ってきたとき，日本人は
その翻訳に苦労したという。societyは，独立した「個人」
を単位とする人間の結びつきである。対して日本では，
人はみな具体的な人間関係のなかで，身分や役柄として
存在するものとされる。つまり，西洋のsocietyに対応す
る概

がい

念
ねん

や現実が日本にはなかったようだ。
　昔から日本にあったのは「世間」という語である。今で
も「世間体を気にする」「世間を騒がせて申し訳ない」など
というが，「社会」とは意味あいが微妙に違う。ことばに
は，私たちの伝統的な人間観や倫理観があらわれる。そ
して翻訳とは，異

こと

なる伝統との対
たい

峙
じ

と交わりなのである。

1丸山真男　日本の政治学者・思想史家。戦
後民主主義の擁

よう

護
ご

者
しゃ

として強い影響力をもっ
た。主著『日本政治思想史研究』『現代政治の
思想と行動』『日本の思想』。

福
ふく
沢
ざわ
諭
ゆ
吉
きち

（1834～1901）
中
なか
村
むら
正
まさ
直
なお

（1832～1891）

※societyを「世
間」と訳した例
は少ない。
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100 第２章　法の働きと私たち

　いきなりおしかけてきたり，まちで声をかけられたりし
て契約をしてしまった場合にはクーリング・オフ制度があ
る。クーリング・オフとは頭を冷やして考え直すという意
味で，一定の期間内なら消費者が契約したことを無条件で
解除することができる制度である。代金を支払っている場
合でも全額を返金してもらえ，さらに，解除にともなう違

い

約
やく

金
きん

や商品の返品の費用を支払う義務もない。しかし，店
頭販売や通信販売の場合は，じゅうぶんに検討する余地が
あるのでクーリング・オフの対象にはならない。

クーリング・オフ制度のしくみ1 　

　民
みん

法
ぽう

などの規定では消費者の利益をじゅうぶんに保護で
きなかったため，消費者契約法が2000年に制定された。
契約の取り消し期間は契約締結から5年以内で，誤認など
に気づいたときから1年以内とされている。

消費者契約法による取り消し2

2契約解除はがきの書き方
3クーリング ・オフができない
ケース 4消費者契約法により契約が取り消しできる場合

1クーリング ・オフできるおもな取り引き

取引内容 期日 根拠法

訪問販売 8日以内

特定商取引法
＊エステ・外国語会話
　教室・学習塾など

電話勧
かん

誘
ゆう

販売 8日以内

連
れん

鎖
さ

販売取引（マルチ商法） 20日以内

特定継続的役
えき

務
む

提供＊ 8日以内

業務提供誘引販売 20日以内

訪問購入 8日以内

割
かっ

賦
ぷ

販売 8日以内 割賦販売法

特定の預
よ

託
たく

取引（現物まがい商法） 14日以内 預託等取引契約法

（裏面） 

通知書

次の契約を解除することを通知します。

契約年月日 ○○年○月○日
商品名 ○○○○○○○
契約金額 ○○○○円
販売会社 株式会社×××　□□営業所
 担当者　○○○○

支払った代金○○○○円を返金し、商品を
引き取ってください。

○○年○月○日
○○県○○市○○町○丁目○番○号

氏名　○○○○

クーリング・オフするときは， 
必ず書面で通知する。証拠と
してはがきの両面をコピーし
て，発信の記録が残る特定
記録郵便や簡易書留で送る。

①自ら店舗に出向いて購入した場合
②クーリング・オフ期間を経過してい
る場合

③3000円未満の現金取引
④購入者が開封，一部使用した消耗
品の場合

⑤自動車など適用外の商品の場合
⑥営業活動のために購入した商品の
場合

もうしょう

消費者が退去を求めるにもかかわらず
事業者が退去しないときや，本人が退去
したいと意思を示し
ているにもかかわら
ず退去できないため
に消費者が困惑し
行った契約

不実告知（第4条1項1号）
契約内容や条件
などの重要事項
について事実と
異なることを告
げ，消費者がそ
れを事実と誤認
して行った契約

1

断定的判断の提供（第4条1項2号）
将来の変動が不
確実な事項につ
いて断定的判断
を提供し，消費
者がその判断を
確実と誤認して
行った契約

2

不利益事実の不告知（第4条2項）
消費者に不利益
になる事実を故
意に告げなかっ
たことにより，消
費者が誤認して
行った契約

3

不退去・退去妨害（第4条3項1号・2号）4

過量な内容の契約（第4条4項）
目的となる物品など
の分量などが消費者
にとって通常想定さ
れるものを著しくこ
えることを事業者が
知りながら勧誘し，行
われた契約

10不安をあおる告知（第４条３項３号）
消費者が感じてい
る不安を知りなが
ら，不安をあおる
言動で消費者を勧
誘

5

恋愛感情等に乗じた
人間関係の濫用（第４条３項４号）

消費者がいだいて
いる恋愛感情等に
つけこみ，契約して
くれないと関係を
続けることができ
ないと告げて勧誘

年をとったことで
判断力が低下した
消費者の不安を知
りながら，事業者
が不安をあおって
勧誘

「私には霊がみえる。
あなたには霊がつい
ており，このままでは
病気が悪化する」な
どと告げ，消費者の
不安をあおって勧誘

6

加齢等による判断力の低下の
不当な利用（第４条３項５号）

7

霊感等による知見を用いた告知
（第４条３項６号）
8

たとえば，さお竹
の注文を受ける前
に消費者が必要な
寸法にさお竹を切
断し，消費者に契
約を迫る

契約締結前に債務の内容を
実施等（第４条３項７号・８号）

9

いちじる

　私たちは日ごろ「消費者」として物を買ったり，サービスを受けたりしている。その際には事業者との間で契約を
結んでいる。ところが，事業者に比べて取り引きについての情報や交渉力に乏

とぼ

しい消費者は，事業者と思いがけな
い契約をすることになったり，また，情報提供が不十分な状態やだまされた状態で契約を結んだりすることもある。
そこで，消費者保護を目的とした特別法でこれらの契約を結んだときに契約を取り消したり，解除したりすることが，
消費者に認められている。

消費生活と契約
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10

100 第２章　法の働きと私たち

　いきなりおしかけてきたり，まちで声をかけられたりし
て契約をしてしまった場合にはクーリング・オフ制度があ
る。クーリング・オフとは頭を冷やして考え直すという意
味で，一定の期間内なら消費者が契約したことを無条件で
解除することができる制度である。代金を支払っている場
合でも全額を返金してもらえ，さらに，解除にともなう違

い

約
やく

金
きん

や商品の返品の費用を支払う義務もない。しかし，店
頭販売や通信販売の場合は，じゅうぶんに検討する余地が
あるのでクーリング・オフの対象にはならない。

クーリング・オフ制度のしくみ1 　

　民
みん

法
ぽう

などの規定では消費者の利益をじゅうぶんに保護で
きなかったため，消費者契約法が2000年に制定された。
契約の取り消し期間は契約締結から5年以内で，誤認など
に気づいたときから1年以内とされている。

消費者契約法による取り消し2

2契約解除はがきの書き方
3クーリング ・オフができない
ケース 4消費者契約法により契約が取り消しできる場合

1クーリング ・オフできるおもな取り引き

取引内容 期日 根拠法

訪問販売 8日以内

特定商取引法
＊エステ・外国語会話
　教室・学習塾など

電話勧
かん

誘
ゆう

販売 8日以内

連
れん

鎖
さ

販売取引（マルチ商法） 20日以内

特定継続的役
えき

務
む

提供＊ 8日以内

業務提供誘引販売 20日以内

訪問購入 8日以内

割
かっ

賦
ぷ

販売 8日以内 割賦販売法

特定の預
よ

託
たく

取引（現物まがい商法） 14日以内 預託等取引契約法

（裏面） 

通知書

次の契約を解除することを通知します。

契約年月日 ○○年○月○日
商品名 ○○○○○○○
契約金額 ○○○○円
販売会社 株式会社×××　□□営業所
 担当者　○○○○

支払った代金○○○○円を返金し、商品を
引き取ってください。

○○年○月○日
○○県○○市○○町○丁目○番○号

氏名　○○○○

証拠としてはがきの両面をコ
ピーして，発信の記録が残る
特定記録郵便や簡易書留で
送る。

①自ら店舗に出向いて購入した場合
②クーリング・オフ期間を経過してい
る場合

③3000円未満の現金取引
④購入者が開封，一部使用した消耗
品の場合

⑤自動車など適用外の商品の場合
⑥営業活動のために購入した商品の
場合

もうしょう

＊電子メールなどの電磁的記録による
　通知も可能

不実告知（第4条1項1号）
契約内容や条件
などの重要事項
について事実と
異なることを告
げ，消費者がそ
れを事実と誤認
して行った契約

1 断定的判断の提供（第4条1項2号）
将来の変動が不
確実な事項につ
いて断定的判断
を提供し，消費
者がその判断を
確実と誤認して
行った契約

2

不利益事実の不告知（第4条2項）
消費者に不利益
になる事実を故
意に告げなかっ
たことにより，消
費者が誤認して
行った契約

3 過量な内容の契約（第4条4項）
目的となる物品など
の分量などが消費者
にとって通常想定さ
れるものを著しくこ
えることを事業者が
知りながら勧誘し，行
われた契約

4

消費者を困惑させる行為（第４条３項）5

いちじる

・消費者が退去を求めるにもかかわらず事業者が退去しなかったり（不退去），消費
　者が退去したいと意思を示しているにもかかわらず退去できなかったり（退去妨
　害），退去困難な場所に連れて行かれたりすることで消費者が困惑し行った契約

・消費者が第三者へ連絡したいといったが，威圧する言動をまじえて妨害して勧誘

・消費者が感じている不安を知りながら，不安をあおる言動で消費者を勧誘（不安
　をあおる告知）

・消費者がいだいている恋愛感情等につけこみ，契約してくれないと関係を続ける
　ことができないと告げて勧誘（恋愛感情等に乗じた人間関係の濫用）

・年をとったことで判断力が低下した消費者の不安を知りながら，事業者が不安を
　あおって勧誘（加齢等による判断力の低下の不当な利用）

・「私には霊がみえる。あなたには霊がついており，このままでは病気が悪化する」
　などと告げ，消費者の不安をあおって勧誘（霊感等による知見を用いた告知）

・たとえば，さお竹の注文を受ける前に消費者が必要な寸法にさお竹を切断し，消
　費者に契約を迫る（契約締結前に債務の内容を実施等）

い あつ

　私たちは日ごろ「消費者」として物を買ったり，サービスを受けたりしている。その際には事業者との間で契約を
結んでいる。ところが，事業者に比べて取り引きについての情報や交渉力に乏

とぼ

しい消費者は，事業者と思いがけな
い契約をすることになったり，また，情報提供が不十分な状態やだまされた状態で契約を結んだりすることもある。
そこで，消費者保護を目的とした特別法でこれらの契約を結んだときに契約を取り消したり，解除したりすることが，
消費者に認められている。

消費生活と契約
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1312テーマ 市場経済における金融の働き

金融の自由化とさま
ざまな金融商品

日本では高度経済成長期以来の護
ご

送
そう

船
せん

団
だん

方式がと

られていたが，1980年代になると，金融の自由化・

国際化が進みはじめた。バブル経済の崩
ほう

壊
かい

と経済のグローバル化によって，

その動きが加速された。強い規制のために海外資本が日本から逃げていく

という金融の空
くう

洞
どう

化
か

に対処するため，「金利の自由化」，「金融業務の自由 

化」，「外国為替業務の自由化」といった規制の緩和が行われた。1996年に 

は，日本版金融ビッグバンとよばれる自由化を行うための構想のもとで，

金融制度の改革が行われた。その後，ペイオフの解禁が行われ，預金者の

保護も緩
ゆる

められることとなった。

こうした自由化の動きによって，21世紀になると金融商品の多様化が大

きく進むこととなった。銀行では預金だけでなく，投資信
しん

託
たく

，外国債
さい

券
けん

，

保険といったさまざまな金融商品が提供されている。証
しょう

券
けん

会社では，株価，

金利，為替などをもとにした，金融派生商品（デリバティブ）が売られるよ

うになった。これにより，消費者がさまざまなリスクとリターンをもった

金融商品を選択できるようになり，利便性があがったが，自己責任が求め

られるようになった。

金融の自由化と金融商品の多様化は，金融市場を活性化し効率化させる

反面，金融システムの規律をそこない，市場の不安定性を高めて金融危機

につながる可能性を増大させる。このような可能性を未然に防止するため

には，国内や国際的に適切な規制をする必要がある。たとえば，バーゼル

合意にもとづくBIS規制（銀行の自己資本比率について規制の統一基準を

定め，過
か

剰
じょう

な貸し出しを抑
よく

制
せい

する）はそのような国際的な取り決めの一つ

である。自由化と金融規制のバランスをどうとるかは重要な問題である。

4

p.125

5

6

pay-off

75

derivative

risk return

p.133

₁₉₈₈年

Bank for International Settlements

8

日本銀行の金融政策はどのように行われているか，説明してみよう。

4国はすべての金融機関が倒
とう

産
さん

しないように，
弱小金融機関を保護するためのさまざまな規
制を行ってきた。
51986年のイギリスの金融・証券制度の大
改革は，宇宙の進化の出発点となった大爆発
（ビッグバン）にたとえられた。日本の金融改
革は，イギリスにならったものである。
6自由化の流れのなか，大手銀行は競争力強
化などのために合

がっ

併
ぺい

をくり返し，三つのメガ
バンクを中心に再編された。
7金融機関が破

は

綻
たん

したとき，預金の払
はらい

戻
もどし

保証
額を元

がん

本
ぽん

1000万円とその利
り

息
そく

に限る措
そ

置
ち

。

8総資産に占める自己資本の割合である自己
資本比率を10.5%以上にするという国際監督
基準。

不況（金融緩和策）好況（金融引き締め策）

公定歩合
引き上げ

貸し出し
減少

国債・手形
の売却
（売りオペ）

通貨の
吸収

準備率
引き上げ

中央銀行

公定歩合
引き下げ

貸し出し
増加

国債・手形
の買い上げ
（買いオペ）

通貨の
流出

準備率
引き下げ

通
貨
量
増
大

民
間
金
融
機
関

中央銀行と民間金融機関の間には，国債や
特定の手形類を売買する公開市場（オープン
マーケット）が存在している。中央銀行は売り
操作（売りオペレーション）または買い操作
（買いオペレーション）を行い，マネーストック
に影響をおよぼす。

貸
し
出
し
減
少

貸
し
出
し
増
加

通
貨
量
減
少

企
業
・
家
計

企
業
・
家
計

民
間
金
融
機
関

公開市場操作

中央銀行は，公定歩合を上げ下げする
ことによって民間金融機関の資金量に
影響をあたえる（現在，日本では公定歩
合操作は行われていない）。

中央銀行は預金準備率を操作し民間金
融機関の資金量に影響をあたえる（日本
では1991年以降，行われていない）。

公定歩合操作

預金準備率操作

3金融政策　 不況時には，売りオペレーション・買いオペレーションのどちらが行われるだ
ろうか。

4公定歩合，コールレートと預金準備率の推
移（日本銀行資料）　 政策によって，無担保
コールレートにどのような影響があるだろう
か。

5初のペイオフ発動を伝える新聞記事（2010
年）

10
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金
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06・
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01・
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　補完
貸
付
制
度
導
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2000・
8 

ゼ
ロ
金
利
政
策
を
解
除

無担保
コールレート
（オーバーナイト物）

9.0

6.5

5.0

6.0

2.52.25
2.0

1.625 1.75

0.5
0.1 0.3

1.75
1.2

預金準備率
（指定勘定区分の上限額を
こえる定期性預金の場合）

公定
歩合＊
＊2006年から基準割
引率および基準貸付
利率とよばれている
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1312テーマ 市場経済における金融の働き

金融の自由化とさま
ざまな金融商品

日本では高度経済成長期以来の護
ご

送
そう

船
せん

団
だん

方式がと

られていたが，1980年代になると，金融の自由化・

国際化が進みはじめた。バブル経済の崩
ほう

壊
かい

と経済のグローバル化によって，

その動きが加速された。強い規制のために海外資本が日本から逃げていく

という金融の空
くう

洞
どう

化
か

に対処するため，「金利の自由化」，「金融業務の自由 

化」，「外国為替業務の自由化」といった規制の緩和が行われた。1996年に 

は，日本版金融ビッグバンとよばれる自由化を行うための構想のもとで，

金融制度の改革が行われた。その後，ペイオフの解禁が行われ，預金者の

保護も緩
ゆる

められることとなった。

こうした自由化の動きによって，21世紀になると金融商品の多様化が大

きく進むこととなった。銀行では預金だけでなく，投資信
しん

託
たく

，外国債
さい

券
けん

，

保険といったさまざまな金融商品が提供されている。証
しょう

券
けん

会社では，株価，

金利，為替などをもとにした，金融派生商品（デリバティブ）が売られるよ

うになった。これにより，消費者がさまざまなリスクとリターンをもった

金融商品を選択できるようになり，利便性があがったが，自己責任が求め

られるようになった。

金融の自由化と金融商品の多様化は，金融市場を活性化し効率化させる

反面，金融システムの規律をそこない，市場の不安定性を高めて金融危機

につながる可能性を増大させる。このような可能性を未然に防止するため

には，国内や国際的に適切な規制をする必要がある。たとえば，バーゼル

合意にもとづくBIS規制（銀行の自己資本比率について規制の統一基準を

定め，過
か

剰
じょう

な貸し出しを抑
よく

制
せい

する）はそのような国際的な取り決めの一つ

である。自由化と金融規制のバランスをどうとるかは重要な問題である。

4

p.125

5

6

pay-off

75

derivative

risk return

p.133

₁₉₈₈年

Bank for International Settlements

8

日本銀行の金融政策はどのように行われているか，説明してみよう。

4国はすべての金融機関が倒
とう

産
さん

しないように，
弱小金融機関を保護するためのさまざまな規
制を行ってきた。
51986年のイギリスの金融・証券制度の大
改革は，宇宙の進化の出発点となった大爆発
（ビッグバン）にたとえられた。日本の金融改
革は，イギリスにならったものである。
6自由化の流れのなか，大手銀行は競争力強
化などのために合

がっ

併
ぺい

をくり返し，三つのメガ
バンクを中心に再編された。
7金融機関が破

は

綻
たん

したとき，預金の払
はらい

戻
もどし

保証
額を元

がん

本
ぽん

1000万円とその利
り

息
そく

に限る措
そ

置
ち

。

8総資産に占める自己資本の割合である自己
資本比率を10.5%以上にするという国際監督
基準。

不況（金融緩和策）好況（金融引き締め策）
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減少

国債・手形
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通貨の
吸収

準備率
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中央銀行
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通貨の
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通
貨
量
増
大

民
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金
融
機
関

中央銀行と民間金融機関の間には，国債や
特定の手形類を売買する公開市場（オープン
マーケット）が存在している。中央銀行は売り
操作（売りオペレーション）または買い操作
（買いオペレーション）を行い，マネーストック
に影響をおよぼす。
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中央銀行は，公定歩合を上げ下げする
ことによって民間金融機関の資金量に
影響をあたえる（現在，日本では公定歩
合操作は行われていない）。

中央銀行は預金準備率を操作し民間金
融機関の資金量に影響をあたえる（日本
では1991年以降，行われていない）。

公定歩合操作

預金準備率操作

3金融政策　 不況時には，売りオペレーション・買いオペレーションのどちらが行われるだ
ろうか。

4公定歩合，コールレートと預金準備率の推
移（日本銀行資料）　 政策によって，無担保
コールレートにどのような影響があるだろう
か。
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1251テーマ 現代の経済と市場

1974年に戦後はじめてマイナス成長となり，その後，1980
年代前半までの10年間の平均成長率は4％台にとどまった。
政府は国民生活の向上と持続的な経済成長を両立させる
「安定成長」を政策目標にかかげ，企業も資源多消費型産業
からの脱

だ っ

却
きゃく

をめざして知識集約型産業への転換をはかった。
　 1985年のプラザ合意は急激な円

高をもたらし，輸出に依
い

存
そ ん

する
日本経済は大きな打撃を受けた（円

え ん

高
だ か

不況）。また，円高の
影響で生産拠点を海外へ移す企業が増え，「産業の空

く う

洞
ど う

化
か

」
を招いた。その後，ルーブル合意により為

か わ せ

替相
そ う

場
ば

が安定す
ると，日本経済は対米輸出の増加などにより好転したが，
貿易不

ふ

均
き ん

衡
こ う

の是
ぜ

正
せ い

を迫
せ ま

るアメリカとの間では日米構造協議
などが開かれた。政府は内

な い

需
じ ゅ

拡大策を進め，金
き ん

融
ゆ う

緩
か ん

和
わ

策を
とったため，低金利のもとで調達された資金は設備投資に
あてられる一方で，株式や土地の購入にふり向けられ（財
テク），株価や地価が実態をはるかにこえて上昇した。
1990年初頭まで平

へ い

成
せ い

景気とよばれる好景気が持続するが，
これはバブル景気ともよばれている。しかし，経済のバブ
ル化を懸

け

念
ね ん

した日本銀行の金融引き締め策や地価税の導入
などにより株価や地価が急落して，バブル経済は崩

ほ う

壊
か い

した。

円高不況と
バブル景気4 p.188

p.186

　 バブル経済が崩壊すると日本経
済は一転して深刻な不況（平成

不況）となり，不況とデフレが悪
あ く

循
じゅん

環
か ん

するデフレスパイラ
ルの状態におちいった。この間，多額の不

ふ

良
りょう

債
さ い

権
け ん

を抱えた
大手銀行や証

しょう

券
け ん

会社などの倒
と う

産
さ ん

があいつぎ，2000年代初頭
にいたる10年間は「失われた10年」とよばれている。2000年
代に入ると新自由主義的政策がかかげられ，自由化，規

き

制
せ い

緩
か ん

和
わ

，民営化を柱とする「構造改革」が断行された。こうし
て2002年ごろから景気はしだいに回復に向かい，2008年の
世界金融危機まで日本経済はゆるやかな成長を続けた。し
かし，この間に非正規雇

こ

用
よ う

者が増大し，「格差社会」などの
問題が生じた。その後，「アベノミクス」とよばれる経済成
長政策をかかげ，日銀による大

お お

幅
は ば

な金融緩和策などが導入
されたがその成果はじゅうぶんなものとはいえない。
2020年には新型コロナウイルス禍

か

が世界を覆
お お

い，日本経
済にも大きな影響をおよぼした。このような災

さ い

禍
か

にどう対
処するか，日本経済のあり方が問われているといえよう。

バブル後の
日本経済5

p.123

p.121

p.187

p.150 2

p.130

1 補助金の削減，課税強化と均衡予算の実現，1ドル＝360円という単一為
替レートの設定などを断行した。

2�金融緩和，財政出動，成長戦略の「3本の矢」で経済成長とデフレ脱却をは
かるという政策。

1テーマ 現代の経済と市場

日本経済の歩み

4金融機関の破
は

綻
た ん

を報じる新聞
記事（1997年）
5進むデフレ（ハンバーガーチ
ェーンの店頭，2002年）
6東京電力福島第一原子力発電
所のようす（2011年3月）
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1974年に戦後はじめてマイナス成長となり，その後，1980
年代前半までの10年間の平均成長率は4％台にとどまった。
政府は国民生活の向上と持続的な経済成長を両立させる
「安定成長」を政策目標にかかげ，企業も資源多消費型産業
からの脱

だ っ

却
きゃく

をめざして知識集約型産業への転換をはかった。
　 1985年のプラザ合意は急激な円

高をもたらし，輸出に依
い

存
そ ん

する
日本経済は大きな打撃を受けた（円

え ん

高
だ か

不況）。また，円高の
影響で生産拠点を海外へ移す企業が増え，「産業の空

く う

洞
ど う

化
か

」
を招いた。その後，ルーブル合意により為

か わ せ

替相
そ う

場
ば

が安定す
ると，日本経済は対米輸出の増加などにより好転したが，
貿易不

ふ

均
き ん

衡
こ う

の是
ぜ

正
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るアメリカとの間では日米構造協議
などが開かれた。政府は内

な い

需
じ ゅ

拡大策を進め，金
き ん

融
ゆ う

緩
か ん

和
わ

策を
とったため，低金利のもとで調達された資金は設備投資に
あてられる一方で，株式や土地の購入にふり向けられ（財
テク），株価や地価が実態をはるかにこえて上昇した。
1990年初頭まで平

へ い

成
せ い

景気とよばれる好景気が持続するが，
これはバブル景気ともよばれている。しかし，経済のバブ
ル化を懸

け

念
ね ん

した日本銀行の金融引き締め策や地価税の導入
などにより株価や地価が急落して，バブル経済は崩

ほ う

壊
か い

した。

円高不況と
バブル景気4 p.188

p.186

　 バブル経済が崩壊すると日本経
済は一転して深刻な不況（平成

不況）となり，不況とデフレが悪
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循
じゅん
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するデフレスパイラ
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を抱えた
大手銀行や証
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産
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があいつぎ，2000年代初頭
にいたる10年間は「失われた10年」とよばれている。2000年
代に入ると新自由主義的政策がかかげられ，自由化，規

き

制
せ い

緩
か ん

和
わ

，民営化を柱とする「構造改革」が断行された。こうし
て2002年ごろから景気はしだいに回復に向かい，2008年の
世界金融危機まで日本経済はゆるやかな成長を続けた。し
かし，この間に非正規雇

こ

用
よ う

者が増大し，「格差社会」などの
問題が生じた。その後，「アベノミクス」とよばれる経済成
長政策をかかげ，日銀による大

お お

幅
は ば

な金融緩和策などが導入
されたがその成果はじゅうぶんなものとはいえない。
2020年には新型コロナウイルス禍

か

が世界を覆
お お

い，日本経
済にも大きな影響をおよぼした。このような災

さ い

禍
か

にどう対
処するか，日本経済のあり方が問われているといえよう。

バブル後の
日本経済5
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p.130

1 補助金の削減，課税強化と均衡予算の実現，1ドル＝360円という単一為
替レートの設定などを断行した。

2�金融緩和，財政出動，成長戦略の「3本の矢」で経済成長とデフレ脱却をは
かるという政策。
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4金融機関の破
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を報じる新聞
記事（1997年）
5進むデフレ（ハンバーガーチ
ェーンの店頭，2002年）
6東京電力福島第一原子力発電
所のようす（2011年3月）
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壊（
91
）

前
川
レ
ポ
ー
ト
発
表（
86
）

Ｗ
Ｔ
Ｏ
発
足（
95
）

一時
１
ド
ル
80
円
突
破（
95
）

ウ
ル
グ
ア
イ・ラ
ウ
ン
ド
交
渉
妥
結（
93
）

日
米
包
括
経
済
協
議
開
始（
93
）

地
価
税
導
入（
91
）

ペ
イ
オ
フ
全
面
解
禁（
05
）

人
口
減
少
社
会
へ
突
入（
05
）

世
界
金
融
危
機（
08
）

消
費
税
率
8
％
に
引
き
上
げ（
14
）

社
会
保
障
と
税
の一体
改
革
関
連
法
成
立（
12
）

日
銀
、マ
イ
ナ
ス
金
利
政
策
導
入（
16
）

T
P
P
11
協
定
発
効（
18
）

日
E
U
経
済
連
携
協
定（
E
P
A
）発
効（
19
）

消
費
税
率
10
％
に
引
き
上
げ
、軽
減
税
率
制
度
実
施（
19
）

新
型
コ
ロ
ナ
、感
染
症
法
上
の
5
類
へ
移
行（
23
）

独
占
禁
止
法
改
正
、持
株
会
社
解
禁（
97
）

山一証
券
経
営
破
綻（
97
）

消
費
税
率
5
％
に
引
き
上
げ（
97
）

東
日
本
大
震
災
、福
島
第一原
発
事
故（
11
）

4 65

新
型
コ
ロ
ナ
特
措
法
に
も
と
づ
く「
緊
急
事
態
宣
言
」発
令（
20
）
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1793テーマ 国際平和への課題

通じた国交正常化がはかられた。現在の外交課題としては，領土問題，戦

後補
ほ

償
しょう

問題，北
きた

朝
ちょう

鮮
せん

との国交正常化などがある。北朝鮮との関係では，首

脳会談により関係改善が試みられたが，核開発問題や日本人の拉
ら

致
ち

問題の

全容解明など，解決すべき課題も多い。

日本と私たち
の役割

日本は，国際平和の実現のための役割を果たして

きた。まず，日本には平和憲法があり，広
ひろ

島
しま

・長
なが

崎
さき

への原爆投下によって世界唯
ゆい

一
いつ

の被
ひ

爆
ばく

国
こく

となった，その経験から，日本

は戦後一
いっ

貫
かん

して，国際平和のメッセージを発信してきた。防衛関係費を

GNPの 1％以内におさえる政策も長期間追求され，武器輸出三原則，非

核三原則もとなえられてきた。平和憲法にもとづく経済政策を通じた経済

大国化は，国家の一つの発展モデルといえる。

さらに，日本の国際的な貢献は，さまざまな分野にわたっている。その

経済力は，発展途
と

上
じょう

国援助に生かされており，日本のODA（政府開発援

助）は，1989年には総額で世界第一位となった（現在は第四位）。また，発

展途上国への技術者派
は

遣
けん

や青年海外協力隊の活動など，人的な貢献にも力

を入れてきた。環境問題についても，かつての経験のなかでつちかってき

た公害防止技術は，世界の二酸化炭素排出量の削減などに大きな力を発
はっ

揮
き

している。近年では，漫画やアニメを含めた文化の発信とそれにもとづく

交流も行われている。こうした交流も，国境をこえた友好的な関係の形成

に役立つであろう。

平和の実現には，国家間の努力だけではなく，国境をこえて人々の間に

友好的・協力的な関係をつくっていくことも大切である。そうだとすれば，

それは私たち一人ひとりにかかわる問題でもあるといえる。

5

p.169

p.169

Official Development Assistance72 8

1～4 9 3

0

日本の国際貢献の現状と課題についてまとめてみよう。

二国間援助

贈与

無償資金協力

技術協力

有償資金協力（円借款）

国際機関に対する出資・拠出

計132億ドル

計55億ドル

（31億ドル）

（24億ドル）

77億ドル

31億ドル

政
府
開
発
援
助（
Ｏ
Ｄ
Ａ
）

計163億ドル

返済義務のない資金援助

研修員の受け入れ，専門家派遣など

低金利・長期返済の資金貸与

［2020年］

アメリカ

日本

ドイツ
イギリス

フランス
スウェーデン

オランダ

イタリア
ノルウェー

カナダ

政府開発援助額（2020年） 贈与比率（2019～20年平均）

0.5 01.01.5（%）

050100150250 200300350
（億ドル） （%）

0 20 40 60 80 100

DAC諸国平均対GNI比0.4％ DAC諸国平均82.6％

は各国の
対GNI比率

7日本のODA実績（開発協力白書）
日本は発展途上国にどのような援助を行って

いるか。

8おもな国のODA実績（DAC資料）
日本のODAの特色は何か。

9青年海外協力隊による技術協力援助（マラ
ウイ，2016年）

0フランスにおける日本のポップカルチャー
のイベントのようす（パリ，2019年）

日本のODAは減少傾向にあるが，今後，
どのようにしていくのが望ましいだろう
か。自分の意見をまとめたうえで，グル
ープで話しあってみよう。

ODAの増額に
賛成？反対？

2日本のODAの基本理念を定めたODA大
たい

綱
こう

（1992年閣議決定）は，2015年に開発協力
大綱へと改定され，より幅

はば

広い概
がい

念
ねん

を示す「開
発協力」を打ちだし，「国益の確保に貢献する」
ものと位置づけられた。

3日本のODAの一つで，教育や保健，農村
開発などさまざまな分野で発展途上国にボラ
ンティアを派遣している。
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1793テーマ 国際平和への課題

通じた国交正常化がはかられた。現在の外交課題としては，領土問題，戦

後補
ほ

償
しょう

問題，北
きた

朝
ちょう

鮮
せん

との国交正常化などがある。北朝鮮との関係では，首

脳会談により関係改善が試みられたが，核開発問題や日本人の拉
ら

致
ち

問題の

全容解明など，解決すべき課題も多い。

日本と私たち
の役割

日本は，国際平和の実現のための役割を果たして

きた。まず，日本には平和憲法があり，広
ひろ

島
しま

・長
なが

崎
さき

への原爆投下によって世界唯
ゆい

一
いつ

の被
ひ

爆
ばく

国
こく

となった，その経験から，日本

は戦後一
いっ

貫
かん

して，国際平和のメッセージを発信してきた。防衛関係費を

GNPの 1％以内におさえる政策も長期間追求され，武器輸出三原則，非

核三原則もとなえられてきた。平和憲法にもとづく経済政策を通じた経済

大国化は，国家の一つの発展モデルといえる。

さらに，日本の国際的な貢献は，さまざまな分野にわたっている。その

経済力は，発展途
と

上
じょう

国援助に生かされており，日本のODA（政府開発援

助）は，1989年には総額で世界第一位となった（2021年現在は第三位）。また，

発展途上国への技術者派
は

遣
けん

や青年海外協力隊の活動など，人的な貢献にも

力を入れてきた。環境問題についても，かつての経験のなかでつちかって

きた公害防止技術は，世界の二酸化炭素排出量の削減などに大きな力を発
はっ

揮
き

している。近年では，漫画やアニメを含めた文化の発信とそれにもとづ

く交流も行われている。こうした交流も，国境をこえた友好的な関係の形

成に役立つであろう。

平和の実現には，国家間の努力だけではなく，国境をこえて人々の間に

友好的・協力的な関係をつくっていくことも大切である。そうだとすれば，

それは私たち一人ひとりにかかわる問題でもあるといえる。

5

p.169

p.169

Official Development Assistance72 8

1～4 9 3

0

日本の国際貢献の現状と課題についてまとめてみよう。

二国間援助

贈与

無償資金協力

技術協力

有償資金協力（円借款）

国際機関に対する出資・拠出

計137億ドル

計57億ドル

（33億ドル）

（24億ドル）

80億ドル

39億ドル

政
府
開
発
援
助（
Ｏ
Ｄ
Ａ
）

計176億ドル

返済義務のない資金援助

研修員の受け入れ，専門家派遣など

低金利・長期返済の資金貸与

［2021年］

アメリカ

イギリス

ドイツ
日本

フランス

ノルウェー

イタリア

カナダ

スウェーデン

オランダ

政府開発援助額（2021年） 贈与比率（2020～21年平均）

0.5 01.0（%）

0100200300400500
（億ドル） （%）

0 20 40 60 80 100

DAC諸国平均対GNI比0.3％ DAC諸国平均83.1％

は各国の
対GNI比率

7日本のODA実績（開発協力白書）
日本は発展途上国にどのような援助を行って

いるか。

8おもな国のODA実績（DAC資料）
日本のODAの特色は何か。

9青年海外協力隊による技術協力援助（マラ
ウイ，2016年）

0フランスにおける日本のポップカルチャー
のイベントのようす（パリ，2019年）

日本のODAは減少傾向にあるが，今後，
どのようにしていくのが望ましいだろう
か。自分の意見をまとめたうえで，グル
ープで話しあってみよう。

ODAの増額に
賛成？反対？

2日本のODAの基本理念を定めたODA大
たい

綱
こう

（1992年閣議決定）は，2015年に開発協力
大綱へと改定され，より幅

はば

広い概
がい

念
ねん

を示す「開
発協力」を打ちだし，「国益の確保に貢献する」
ものと位置づけられた。

3日本のODAの一つで，教育や保健，農村
開発などさまざまな分野で発展途上国にボラ
ンティアを派遣している。
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1373テーマ 財政の役割と
持続可能な社会保障制度

財政のしくみ
政府の財政は 1会計年度（日本では 4月 1日から

翌年 3月31日まで）で完結させるのが原則である

（会計年度独立の原則）。政府の収入と支出は 1会計年度の収入，支出とい

う意味で歳
さい

入
にゅう

，歳
さい

出
しゅつ

とよばれる。

政府は新会計年度がはじまるのに先立って歳入と歳出の計画である予算

をたて，それにもとづいて収入と支出の活動を行い，年度末には決算を行

う。資金の出し入れを管理するために設けられているのが会計であり，会

計は，租
そ

税
ぜい

などの収入と政府の基本的な活動のための支出を総合的に管理

する一般会計と，特定の収入を特定の事業のために支出する特別会計とに

分けられ，それぞれについて予算がたてられる。また，予算編成の際には，

公的資金を財源（原
げん

資
し

）とした独立行政法
ほう

人
じん

などへの投資や融
ゆう

資
し

の計画（財

政投
とう

融
ゆう

資
し

計画）も同時に定められる。

歳出には必ずそれに見あった歳入がなければならない。歳入は租税によ

ってまかなわれることが原則とされ，公債や借
かり

入
いれ

金
きん

を財源とすることは特

別の場合を除くと認められていない。また，新たに租税を課す場合は事前

に国会で議決を行う必要がある（租税法律主義）。歳入は返済義務のない収

入（租税収入）と返済義務がある収入（公債収入）の合計であり，歳出と租税

収入の差を財政収支という。歳出が税収を上
うわ

回るとき（赤字財政）には，不

足分を公債収入によって埋
う

めあわせなければならない。なお，歳出から国

債費（公債への元金と利
り

子
し

の支払い）を差し引いたものと租税収入などの歳

入との差をプライマリー・バランス（基礎的財政収支）とよび，財政の健全

性をはかる指標の一つとなっている。

3

5

4

p.139

primary balance

財政の機能を三つに分け，景気後退期にとられる財政政策は何か，まとめてみよう。

4財政のしくみ　 一般会計と特別会計の違
いは何だろうか。

3日本の歳入と歳出（一般会計）（財政金融統計月報ほか）　 ①歳入のなかで一番割合が大きい
ものは何か。②歳出のなかで「文教および科学振

しん

興
こう

費」の割合が低くなっているのはなぜだろう
か。

国
予算

財
投
債

預金・証券購入・
保険料支払いなど行政サービス

料金・代金
支払い

租税・
印紙収入

支払い
料金・代金
保険料・
年金積立金

国　　民

一般会計

特別会計

政府
関係
機関等

金
融
機
関

融資

投融資

繰
入
れ
保証

財投
機関債

政府
保証債

国債

財
政
投
融
資
計
画

6予算委員会のようす　予算案は予算委員会
（p.69）で審議されたのち，本会議に付

ふ

される。

5予算編成のプロセス　本予算（当初予算）の
成立後，年度途中で情勢の変化に応じて補正
予算がたてられる場合もあり，同様に国会で
審議・議決される。　 予算はどのように
決定されるのだろうか。

内閣

内閣

各府省

財務省

内閣

内閣

国会（通常国会）

予算編成の方針を閣議決定

＊財務省が各府省に示す予算方針

概算要求基準（シーリング）＊の
閣議了解

概算要求

財務省の予算査定
（各府省から説明聴取・査定）

財務省原案の策定

政府案を閣議決定

成立

予算案の提出

財務省の概算要求基準にもと
づき各大臣が要求

審議＊
　衆議院　　参議院
＊3月末までの成立をめざす

成立した予算にもとづき政策を行う

6月

7月下旬

8月末

9～12月
ごろ

12月下旬

1月～

3月下旬

4月

歳

　入

歳

　出

年度平均
22.9億円

3.7兆円

114.4兆円

防衛関係費
44.8

国債費
16.9

その他
15.7

地方財政関係費0.3文教および科学振興費0.7%

7.4 6.6 7.6

公共事業関係費
20.0

地方交付税交付金等
19.114.5 13.2 8.2 20.14.6

0.3

恩給関係費

＊2023年度は当初予算

社会保障関係費
32.3 14.35.3 4.7 22.1 12.38.9

0.1

年度平均
22.9億円

3.7兆円

114.4兆円

1934～36

1965年度

2023年度

1934～36

1965年度

2023年度

専売納付金租税および印紙収入

所得税
26.2

その他
28.1

公債金
38.9

その他
13.88.3

30.8 4.5 6.9 7.7法人税
23.9

所得税
法人税
10.9%

18.4 12.8 9.1 31.1 8.2消費税
20.4
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1393テーマ 財政の役割と
持続可能な社会保障制度

事業のために発行する国債であり，その限度や市中消化の原則などが財政

法で定められている。これに対し，公共事業以外の支出をまかなうのが特

例国債である。発行のたびに特別の法律を定めることからこの名でよばれ

る。家計にたとえると，住宅を購入するためのローンが建設国債，飲食費

や光熱費の不足をまかなうための借金が特例国債（赤字補てんであるから

赤字国債ともよばれる）にあたる。また，借換国債は満期をむかえた国債

を償
しょう

還
か ん

（債
さ い

務
む

返済）する財源捻
ね ん

出
しゅつ

のために発行される国債であり，財政収支

が相当悪化しているときには借換債を発行せざるをえなくなる。

財政問題と
財政危機

日本の国家財政は，高度経済成長期のはじめまで

は国債に頼らない均
き ん

衡
こ う

ないし黒字財政を維
い

持
じ

して

いた。経済が成長すれば，法人税，所得税とも自然に増加したからである。

しかし1970年代の石油危機をきっかけに成長が鈍
ど ん

化
か

し，財政赤字が顕
け ん

在
ざ い

化
か

してきた。国債発行（建設国債，特例国債とも）はしだいに増加し，一時的

に財政収支の改善がみられたものの，バブル経済の崩
ほ う

壊
か い

後，再び収支は悪

化し，2022年度末には累
る い

積
せ き

国債残高は1000兆円をこえ，財政収入（歳入）に

占める国債収入（公債金）の割合は30%をこえている。

このような財政危機に対し，プライマリー・バランスの赤字の改善が課

題となり，政府は税収の増加に努めてきた。その結果，国民所得に対する

税負担と社会保障負担の比率である国民負担率は上昇し，現在ではその率

は40%をこえている。一方，国債残高の増加は財政の硬
こ う

直
ちょく

化
か

を招き，国民

経済への影響も無視できないものとなっている。日銀によって買い支えら

れている国債の価格が下
げ

落
ら く

すれば金利が上昇し，経済に大きな影響がおよ

ぶ恐れがある。どのようにして財政再建をなしとげるか，このことは大き

な課題である。

2

3

p.124 

p.125

p.1373

p.137 

p.1435

4

p.1298

応能説・応益説という二つの租税負担の考え方について，どちらが公平だと考える
か，説明してみよう。

2日本銀行の国債引き受けを禁止する原則の
こと。市中に過度の通

つう

貨
か

が出回り，インフレ
が起きるのを防止するためである。

3財政法第4条は，原則として公債（国債）の
発行を禁止しているが，但

ただ

し書きを根拠に建
設国債の発行が認められている。一方，現在
は常態化している特例国債（赤字国債）の発行
は，財政法では認められていない。このため，
発行期間を限定した特例公債法を国会でその
都度成立させている。

4借金が累積すれば，借金返済を最優先しな
ければならないため，社会保障や教育など行
政サービスへの支出に回す資金が減り，財政
の正常な働きをそこねる財政の硬直化が起こ
る。さらに，借金を返済するために新たな借
金をするという事態におちいりかねない。

5国債発行額と国債依存度の推移（財政金融統計
月報）　第一次石油危機の影響による不況をきっ
かけに1975年度から特例国債の発行が常態化し，
1990年代前半には一時的に発行額がゼロになった。
しかし，1990年代中盤以降，再び発行されるよう
になり，以降は毎年特例国債を発行し続けている。
国債残高の対GDP比率は約180%と主要先進国の
なかでは最悪の水準になっている。　 1990年代
前半，特例国債が発行されなかったのはなぜだろ
うか。

財政法
第4条　国の歳出は，公債又は借

か り

入
い れ

金
き ん

以外の歳入を以
も っ

て，その財源としなけ
ればならない。但

た だ

し，公共事業費，出資
金及

お よ

び貸
か し

付
つ け

金
き ん

の財源については，国会の
議決を経

へ

た金額の範囲内で，公債を発行
し又は借入金をなすことができる。

　諸外国では，消費税率が20%をこえる
国があるなど，日本の消費税率は必ずし
も高くないともいえる。税収を増やすと
した場合，消費税のさらなる引き上げに
賛成か，反対か，理由とともに考え，話
しあってみよう。また，反対である場合，
どのような代

だ い

替
た い

案があるか考えてみよう。

財政健全化のために消費
税をこれ以上引き上げる
必要があるか？
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財政のしくみ
政府の財政は 1会計年度（日本では 4月 1日から

翌年 3月31日まで）で完結させるのが原則である

（会計年度独立の原則）。政府の収入と支出は 1会計年度の収入，支出とい

う意味で歳
さい

入
にゅう

，歳
さい

出
しゅつ

とよばれる。

政府は新会計年度がはじまるのに先立って歳入と歳出の計画である予算

をたて，それにもとづいて収入と支出の活動を行い，年度末には決算を行

う。資金の出し入れを管理するために設けられているのが会計であり，会

計は，租
そ

税
ぜい

などの収入と政府の基本的な活動のための支出を総合的に管理

する一般会計と，特定の収入を特定の事業のために支出する特別会計とに

分けられ，それぞれについて予算がたてられる。また，予算編成の際には，

公的資金を財源（原
げん

資
し

）とした独立行政法
ほう

人
じん

などへの投資や融
ゆう

資
し

の計画（財

政投
とう

融
ゆう

資
し

計画）も同時に定められる。

歳出には必ずそれに見あった歳入がなければならない。歳入は租税によ

ってまかなわれることが原則とされ，公債や借
かり

入
いれ

金
きん

を財源とすることは特

別の場合を除くと認められていない。また，新たに租税を課す場合は事前

に国会で議決を行う必要がある（租税法律主義）。歳入は返済義務のない収

入（租税収入）と返済義務がある収入（公債収入）の合計であり，歳出と租税

収入の差を財政収支という。歳出が税収を上
うわ

回るとき（赤字財政）には，不

足分を公債収入によって埋
う

めあわせなければならない。なお，歳出から国

債費（公債への元金と利
り

子
し

の支払い）を差し引いたものと租税収入などの歳

入との差をプライマリー・バランス（基礎的財政収支）とよび，財政の健全

性をはかる指標の一つとなっている。

3

5

4

p.139

primary balance

財政の機能を三つに分け，景気後退期にとられる財政政策は何か，まとめてみよう。

4財政のしくみ　 一般会計と特別会計の違
いは何だろうか。

3日本の歳入と歳出（一般会計）（財政金融統計月報ほか）　 ①歳入のなかで一番割合が大きい
ものは何か。②歳出のなかで「文教および科学振

しん

興
こう

費」の割合が低くなっているのはなぜだろう
か。

国
予算

財
投
債

預金・証券購入・
保険料支払いなど行政サービス

料金・代金
支払い

租税・
印紙収入

支払い
料金・代金
保険料・
年金積立金

国　　民

一般会計

特別会計

政府
関係
機関等

金
融
機
関

融資

投融資

繰
入
れ
保証

財投
機関債

政府
保証債

国債

財
政
投
融
資
計
画

6予算委員会のようす　予算案は予算委員会
（p.69）で審議されたのち，本会議に付

ふ

される。

5予算編成のプロセス　本予算（当初予算）の
成立後，年度途中で情勢の変化に応じて補正
予算がたてられる場合もあり，同様に国会で
審議・議決される。　 予算はどのように
決定されるのだろうか。

内閣

内閣

各府省

財務省

内閣

内閣

国会（通常国会）

予算編成の方針を閣議決定

＊財務省が各府省に示す予算方針

概算要求基準（シーリング）＊の
閣議了解

概算要求

財務省の予算査定
（各府省から説明聴取・査定）

財務省原案の策定

政府案を閣議決定

成立

予算案の提出

財務省の概算要求基準にもと
づき各大臣が要求

審議＊
　衆議院　　参議院
＊3月末までの成立をめざす

成立した予算にもとづき政策を行う

6月

7月下旬

8月末

9～12月
ごろ

12月下旬

1月～

3月下旬

4月

歳

　入

歳

　出

年度平均
22.9億円

3.7兆円

112.6兆円

防衛関係費
44.8

国債費
16.9

その他
15.7

地方財政関係費0.3文教および科学振興費0.7%

7.4 6.6 7.6

公共事業関係費
20.0

地方交付税交付金等
19.114.5 13.2 8.2 20.14.6

0.3

恩給関係費

＊2024年度は当初予算

社会保障関係費
33.5 15.85.4 4.9 24.0 9.37.0

0.1

年度平均
22.9億円

3.7兆円

112.6兆円

1934～36

1965年度

2024年度

1934～36

1965年度

2024年度

専売納付金租税および印紙収入

所得税
26.2

その他
28.1

公債金
38.9

その他
13.88.3

30.8 4.5 6.9 7.7法人税
23.9

所得税
法人税
10.9%

15.9 15.1 9.6 31.5 6.7消費税
21.2
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事業のために発行する国債であり，その限度や市中消化の原則などが財政

法で定められている。これに対し，公共事業以外の支出をまかなうのが特

例国債である。発行のたびに特別の法律を定めることからこの名でよばれ

る。家計にたとえると，住宅を購入するためのローンが建設国債，飲食費

や光熱費の不足をまかなうための借金が特例国債（赤字補てんであるから

赤字国債ともよばれる）にあたる。また，借換国債は満期をむかえた国債

を償
しょう

還
か ん

（債
さ い

務
む

返済）する財源捻
ね ん

出
しゅつ

のために発行される国債であり，財政収支

が相当悪化しているときには借換債を発行せざるをえなくなる。

財政問題と
財政危機

日本の国家財政は，高度経済成長期のはじめまで

は国債に頼らない均
き ん

衡
こ う

ないし黒字財政を維
い

持
じ

して

いた。経済が成長すれば，法人税，所得税とも自然に増加したからである。

しかし1970年代の石油危機をきっかけに成長が鈍
ど ん

化
か

し，財政赤字が顕
け ん

在
ざ い

化
か

してきた。国債発行（建設国債，特例国債とも）はしだいに増加し，一時的

に財政収支の改善がみられたものの，バブル経済の崩
ほ う

壊
か い

後，再び収支は悪

化し，2022年度末には累
る い

積
せ き

国債残高は1000兆円をこえ，財政収入（歳入）に

占める国債収入（公債金）の割合は30%をこえている。

このような財政危機に対し，プライマリー・バランスの赤字の改善が課

題となり，政府は税収の増加に努めてきた。その結果，国民所得に対する

税負担と社会保障負担の比率である国民負担率は上昇し，現在ではその率

は40%をこえている。一方，国債残高の増加は財政の硬
こ う

直
ちょく

化
か

を招き，国民

経済への影響も無視できないものとなっている。日銀によって買い支えら

れている国債の価格が下
げ

落
ら く

すれば金利が上昇し，経済に大きな影響がおよ

ぶ恐れがある。どのようにして財政再建をなしとげるか，このことは大き

な課題である。

2

3

p.124 

p.125

p.1373

p.137 

p.1435

4

p.1298

応能説・応益説という二つの租税負担の考え方について，どちらが公平だと考える
か，説明してみよう。

2日本銀行の国債引き受けを禁止する原則の
こと。市中に過度の通

つう

貨
か

が出回り，インフレ
が起きるのを防止するためである。

3財政法第4条は，原則として公債（国債）の
発行を禁止しているが，但

ただ

し書きを根拠に建
設国債の発行が認められている。一方，現在
は常態化している特例国債（赤字国債）の発行
は，財政法では認められていない。このため，
発行期間を限定した特例公債法を国会でその
都度成立させている。

4借金が累積すれば，借金返済を最優先しな
ければならないため，社会保障や教育など行
政サービスへの支出に回す資金が減り，財政
の正常な働きをそこねる財政の硬直化が起こ
る。さらに，借金を返済するために新たな借
金をするという事態におちいりかねない。

5国債発行額と国債依存度の推移（財政金融統計
月報）　第一次石油危機の影響による不況をきっ
かけに1975年度から特例国債の発行が常態化し，
1990年代前半には一時的に発行額がゼロになった。
しかし，1990年代中盤以降，再び発行されるよう
になり，以降は毎年特例国債を発行し続けている。
国債残高の対GDP比率は約180%と主要先進国の
なかでは最悪の水準になっている。　 1990年代
前半，特例国債が発行されなかったのはなぜだろ
うか。

財政法
第4条　国の歳出は，公債又は借

か り

入
い れ

金
き ん

以外の歳入を以
も っ

て，その財源としなけ
ればならない。但

た だ

し，公共事業費，出資
金及

お よ

び貸
か し

付
つ け

金
き ん

の財源については，国会の
議決を経

へ

た金額の範囲内で，公債を発行
し又は借入金をなすことができる。

　諸外国では，消費税率が20%をこえる
国があるなど，日本の消費税率は必ずし
も高くないともいえる。税収を増やすと
した場合，消費税のさらなる引き上げに
賛成か，反対か，理由とともに考え，話
しあってみよう。また，反対である場合，
どのような代

だ い

替
た い

案があるか考えてみよう。

財政健全化のために消費
税をこれ以上引き上げる
必要があるか？
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1894テーマ グローバル化する国際経済

高が進行し，日本では円高不況がもたらされた。その後，
G5やG7，サミット（主要国首脳会議）などで為替相場の
安定をはかるなどの政策協調をめざした。
この間，資源ナショナリズムの高揚などで発展途

と

上
じょう

国の
存在感が増し，急速に工業化を進めるN

ニ ー ズ

IES（新興工業経
済地域）も生まれてきた。しかし1980年代になると一次産
品の価格の低落などから膨

ぼう

大
だい

な累
るい

積
せき

債
さい

務
む

を抱える国もみら
れるようになった。また，社会主義国では非能率的な経済
運営などから経済が行きづまり，1980年以降に東欧諸国や
ソ連など社会主義国はつぎつぎに崩

ほう

壊
かい

した。一方，1978年
に改革開放政策にふみきった中

ちゅう

国
ごく

は急速な経済成長をとげ，
2010年にはGDPで世界第2位の経済大国となった。
 貿易についてはGATT体制の

なかで多角的貿易交渉（ケネデ
ィ・ラウンド，東京ラウンド）が行われ，関税の大

おお

幅
はば

な引
き下げや輸入制限措

そ

置
ち

の緩
かん

和
わ

などで大きな成果をあげた。
1986年にはウルグアイ・ラウンドが開始され，サービス貿
易，知的所有権に関するルールづくりや，農産物の関税化
などについて合意がなされた。また，1995年にGATTを世
界貿易機関（WTO）として発展的に解消することも決定さ

group of seven summit

Newly Industrializing Economies

3

GATT体制の変容3

World Trade Organization

れた。WTOは2001年にドーハ・ラウンドを立ちあげたが
各国の利害が対立し，2011年に交渉の休止が宣言された。
その一方で，利害が一

いっ

致
ち

して合意しやすい国と国との間で
FTA（自由貿易協定）やEPA（経済連

れん

携
けい

協定）締結の動きが
活発になっている。
 IT革命による情報通信技術の

発展と金
きん

融
ゆう

の自由化は世界規模
での経済活動をうながし，特に国際金融の分野では投

とう

機
き

的
資金が世界経済に大きな影響力をもつようになった。リー
マン・ショックにはじまる2008年の世界金融危機はそれを
如
にょ

実
じつ

に示している。その後，世界経済の不安定化のなかで
B
ブ リ ッ ク ス

RICSを含めたG20サミットなどが行われるようになった。
今後，アメリカの保護主義的な政策の強化や中国の台頭，
2020年の新型コロナウイルス禍

か

にはじまる世界経済の停滞
など，さまざまな要因のなかで世界の経済秩序をどのよう
に維

い

持
じ

発展させていくかが問われている。

free trade agreement economic partnership agreement

グローバル化する
世界経済4

1 複数の国が，他国に高関税や輸入制限などを課す閉鎖的な地域経済圏（ブ
ロック）を形成すること。

2 金1オンス＝38ドルに切り下げられ，1ドルは360円から308円となった。
3 発展途上国のなかで1960年代から80年代に急速に工業化が進んだ国や地
域。シンガポール，台

たい
湾
わん
，韓
かん
国
こく
，香
ホン
港
コン
，ブラジル，メキシコなど。

国際通貨制度の変
へん

遷
せん

と円相場および貿易額の推移

4ユーロ導入
5G20サミットにおけ
る反グローバリズムデ
モ（韓国，2010年）
6アジアインフラ投資
銀行（AIIB）の署名式
（2015年） 4 5 6
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ブレトン・ウッズ体制
固定為替相場制

スミソニアン体制
73.271.8 71.12

キングストン体制（現在のIMF体制）
変動為替相場制

円
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高が進行し，日本では円高不況がもたらされた。その後，
G5やG7，サミット（主要国首脳会議）などで為替相場の
安定をはかるなどの政策協調をめざした。
この間，資源ナショナリズムの高揚などで発展途

と

上
じょう

国の
存在感が増し，急速に工業化を進めるN

ニ ー ズ

IES（新興工業経
済地域）も生まれてきた。しかし1980年代になると一次産
品の価格の低落などから膨

ぼう

大
だい

な累
るい

積
せき

債
さい

務
む

を抱える国もみら
れるようになった。また，社会主義国では非能率的な経済
運営などから経済が行きづまり，1980年以降に東欧諸国や
ソ連など社会主義国はつぎつぎに崩

ほう

壊
かい

した。一方，1978年
に改革開放政策にふみきった中

ちゅう

国
ごく

は急速な経済成長をとげ，
2010年にはGDPで世界第2位の経済大国となった。
 貿易についてはGATT体制の

なかで多角的貿易交渉（ケネデ
ィ・ラウンド，東京ラウンド）が行われ，関税の大

おお

幅
はば

な引
き下げや輸入制限措

そ

置
ち

の緩
かん

和
わ

などで大きな成果をあげた。
1986年にはウルグアイ・ラウンドが開始され，サービス貿
易，知的所有権に関するルールづくりや，農産物の関税化
などについて合意がなされた。また，1995年にGATTを世
界貿易機関（WTO）として発展的に解消することも決定さ

group of seven summit

Newly Industrializing Economies

3

GATT体制の変容3

World Trade Organization

れた。WTOは2001年にドーハ・ラウンドを立ちあげたが
各国の利害が対立し，2011年に交渉の休止が宣言された。
その一方で，利害が一

いっ

致
ち

して合意しやすい国と国との間で
FTA（自由貿易協定）やEPA（経済連

れん

携
けい

協定）締結の動きが
活発になっている。
 IT革命による情報通信技術の

発展と金
きん

融
ゆう

の自由化は世界規模
での経済活動をうながし，特に国際金融の分野では投

とう

機
き

的
資金が世界経済に大きな影響力をもつようになった。リー
マン・ショックにはじまる2008年の世界金融危機はそれを
如
にょ

実
じつ

に示している。その後，世界経済の不安定化のなかで
B
ブ リ ッ ク ス

RICSを含めたG20サミットなどが行われるようになった。
今後，アメリカの保護主義的な政策の強化や中国の台頭，
2020年の新型コロナウイルス禍

か

にはじまる世界経済の停滞
など，さまざまな要因のなかで世界の経済秩序をどのよう
に維

い

持
じ

発展させていくかが問われている。

free trade agreement economic partnership agreement

グローバル化する
世界経済4

1 複数の国が，他国に高関税や輸入制限などを課す閉鎖的な地域経済圏（ブ
ロック）を形成すること。

2 金1オンス＝38ドルに切り下げられ，1ドルは360円から308円となった。
3 発展途上国のなかで1960年代から80年代に急速に工業化が進んだ国や地
域。シンガポール，台

たい
湾
わん
，韓
かん
国
こく
，香
ホン
港
コン
，ブラジル，メキシコなど。

国際通貨制度の変
へん

遷
せん

と円相場および貿易額の推移

4ユーロ導入
5G20サミットにおけ
る反グローバリズムデ
モ（韓国，2010年）
6アジアインフラ投資
銀行（AIIB）の署名式
（2015年） 4 5 6
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権などを定めるEU（欧州連合）へと発展した。しかし，EUにも分裂の動き

があり，国家主権への制約が大きいと考えるイギリスは，国民投票をへて

EUを離脱（ブレグジット）した。地域統合の動きはヨーロッパ以外でも進

み，北米の北米自由貿易協定（N
ナ フ タ

AFTA），南米のメルコスール（南米南部

共同市場）がつぎつぎに発
ほっ

足
そく

し，アジアでは東南アジア諸国連合（A
ア セ ア ン

SEAN）

諸国が域内経済の活性化のために，ASEAN自由貿易地域（A
ア フ タ

FTA）に関す

る協定を締結した。また，環太平洋諸国12か国は環太平洋経済連
れん

携
けい

協定

（TPP）を結んだが，アメリカの国内批
ひ

准
じゅん

が得られず，残り11か国で再協議

した結果，TPP11協定が合意され発効した。なお，地域統合には自由化の

程度や範囲によって，FTA（自由貿易協定），EPA（経済連携協定）などさま

ざまなものがある。

台頭する新興国
現在，アジア，南米，ロシアなどで新興国の経済

発展がめざましい。これらのうち，ブラジル，ロ

シア，インド，中国，南アフリカの 5か国は頭文字をとってB
ブ リ ッ ク ス

RICSとよ

ばれている。

なかでも中国の発展が著
いちじる

しく，GDPはアメリカについで世界第 2位，

日本の 2倍以上である。国際的にも存在感を高め，日米主導のアジア投資

銀行に対抗してアジアインフラ投資銀行（AIIB）を設立する一方で，「一帯

一路」をうたい，陸と海のシルクロード経済圏の構築をめざしている。こ

うして，今や中国は政治的，経済的，軍事的にアメリカを脅
おびや

かす存在とな

り，両国の緊張は2018年にはじまる米中経済戦争となってあらわれた。

European Union ₁₉₉₃年

3

₂₀₁₆年

₂₀₂₀年 Brexit

North American Free Trade Agreement

4

MERCOSUR

Association of South-East Asian Nations

ASEAN Free Trade Area5

₁₉₉₃年 Trans-Pacific 

Partnership ₂₀₁₆年

₂₀₁₈年

6

free trade agreement

7

economic partnership agreement

8

Brazil Russia

India China South Africa

Asian Infrastructure Investment Bank ₂₀₁₅年

9

イギリスがEUからの離脱を決めた理由や，EUから離脱するにあたって，どのよう
な点が課題となったか，調べてみよう。

4メキシコとの貿易赤字問題に不満をもつア
メリカのトランプ大統領が主導して，2017年，
北米自由貿易協定（NAFTA）の再交渉がはじ
まった。2018年にはアメリカ・カナダ・メ
キシコの3か国で合意が成立し，米国・メキ
シコ・カナダ協定（USMCA）として署名され
た（2020年発効）。
5日本はASEANとの間で，日・ASEAN包

ほう

括
かつ

的経済連携（AJCEP）協定の締結を進めている。
物品貿易の自由化のほか，知的財産権や農林
水産分野での協力などを規定したものである。
6地域統合には，いくつかの段階がある。一
般に，域内貿易の関税撤

てっ

廃
ぱい

，通関手続きの共
通化，サービス分野の自由化の段階をへて，
域外貿易での共通関税の導入，共通通貨の導
入へいたる。TPPはサービス分野の自由化ま
で，EUの場合は共通通貨の導入まで進んだ。

9アメリカは，中国との貿易で巨額の赤字を
計上している。これに対し，トランプ政権は
鉄鋼をはじめとする中国からの輸入品に高率
の関税をかける措置をとった。対抗して，中
国もアメリカから輸入している商品に報

ほう

復
ふく

関
税をかける措置をとった。

7二国間，あるいは，多国間で，関税・非関
税障

しょう

壁
へき

を撤廃することによって自由貿易の促
進をめざす協定のこと。
8貿易障壁の撤廃に加え，知的財産の保護や
労働力移動など，より広い分野での経済協力
をめざす協定のこと。

3ヨーロッパの地域統合（2023年9月現在）
EC結成当初から，加盟国はどのように変化し

てきたのだろうか。

4世界のおもな地域統合（2021年9月現在）　 地域統合が世界で進められている原因は何
だろうか。
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リヒテンシュタインリヒテンシュタイン
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ベルギー★ベルギー★
スロバキア

EU加盟国（27か国）

EU加盟を申請している国

うちユーロ導入国（20か国）
EFTA加盟国（4か国）

★はEC原加盟の6か国

南米南部共同市場
（メルコスール）
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1989年発足
域内の貿易自由化と経済発展をめざす
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韓国，ASEAN7か国（ラオス，ミャンマー，カンボジアを除く），
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の実施
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の北米自由貿易協定
（NAFTA）に代わる協定
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202 第3部　 持続可能な社会づくりに  
参画するために

　用語の定義や基本的な知識をまとめている。意見や主張ではなく，まず基本情報を正確におさえたいときに役立つ。

　速報性が高く，時事的なテーマや問題をタイムリーに知
るのに適している。記者だけでなく，各分野の専門家（研
究者）が寄

き

稿
こう

した記事もある。基本的に短くて読みやすい

分，問題の一面だけを切り取った論述になりやすい。また，
速報性が高い分，誤情報が含まれることもあるので注意が
必要。

※総合誌やビジネス雑誌，経済誌は，時事的なテーマで特集を組むことが多い。過去の特集は出版社のホームページで知ることができる。

　このほか，テレビの報道番組・ドキュメンタリー番組なども資料となる。フィールドワークやインタビューを自分ででき
ない場合などに，特に役立つ。

※オンライン事典の多くが有料であるが，学校や図書館が契約している場合は利用できる。
※無料のWikipediaは便利であるが，だれでも執筆に参加できるという性質上，内容の信頼性やわかりやすさは記事によってばらつきが大
きい。得た情報は書籍等で裏づけをとるようにしよう。

事典

新聞・雑誌

※図書館のレファレンスブック（参考図書）コーナーなどで冊子の形で読める。また，白書の多くはウェブサイトで公開されており，データ
ファイルもダウンロードできるものがある。

※政府関係の統計は，ウェブサイト「e-Stat」に分野別でまとまっている。

●統計資料をさがす
　具体的な数字を示すことで，主張に説得力が生まれ，発
表がわかりやすくなる。また，印象論や思いこみで探究を

進めてしまわないように，事実（数字）の根拠を確かめるよ
うにしよう。

●新聞縮
しゅく

刷
さ つ

版：大きな図書館には過去の新聞が製本されて保
管されている

●雑誌のバックナンバー（過去の号）：図書館に保管されてい
ることがある

●各新聞社のオンライン記事データベース：学校や図書館で

●白書：行政（官公庁）が政治，経済，社会の実態や政府の施
策の現状などをまとめたもの

●図書館のレファレンスブック（参考図書）コーナー：各分野
の書棚とは別に，事典などがならんだコーナーがある。多
くの場合貸し出しはできない

契約していれば利用できる
　「朝日けんさくくん」「スクールヨミダス」「日経テレコン」
など

●各新聞や週刊誌などのウェブサイト：無料公開されている
記事があり，検索できる

●年
ね ん

鑑
か ん

：官公庁や新聞社などが，特定の分野の 1年間の動向
や今後の展望をまとめたもの

●オンライン事典
「ジャパンナレッジ」「ブリタニカ・オンライン・ジャパン」　
「Wikipedia」など

おもな統計資料

さがし方

さがし方

●論文検索サイトを活用する　※pdfファイルで無
む

償
しょう

公開されていればダウンロードして読める
「CiNii Articles」（サイニィ）　　「Google Scholar」（グーグルスカラー）

さがし方

　多くは専門家（研究者）が学術誌などに発表したもので，
一般的に信頼性が高い。ただし，専門用語が多く使われ，
予備知識なしに読むのが難しいものが多い。最新の研究成
果を知りたい場合，専門家内の論争状況などをつかみたい

場合などには，論文が適している。どんな探究課題を立て
ているか，どんな探究方法をとっているか，なども参考に
しよう。また，末尾に参考文

ぶん

献
けん

リストがついており，「イ
モヅル法」で文献情報を知るためにも活用できる。

論文
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権などを定めるEU（欧州連合）へと発展した。しかし，EUにも分裂の動き

があり，国家主権への制約が大きいと考えるイギリスは，国民投票をへて

EUを離脱（ブレグジット）した。地域統合の動きはヨーロッパ以外でも進

み，北米の北米自由貿易協定（N
ナ フ タ

AFTA），南米のメルコスール（南米南部

共同市場）がつぎつぎに発
ほっ

足
そく

し，アジアでは東南アジア諸国連合（A
ア セ ア ン

SEAN）

諸国が域内経済の活性化のために，ASEAN自由貿易地域（A
ア フ タ

FTA）に関す

る協定を締結した。また，環太平洋諸国12か国は環太平洋経済連
れん

携
けい

協定

（TPP）を結んだが，アメリカの国内批
ひ

准
じゅん

が得られず，残り11か国で再協議

した結果，TPP11協定が合意され発効した。なお，地域統合には自由化の

程度や範囲によって，FTA（自由貿易協定），EPA（経済連携協定）などさま

ざまなものがある。

台頭する新興国
現在，アジア，南米，ロシアなどで新興国の経済

発展がめざましい。これらのうち，ブラジル，ロ

シア，インド，中国，南アフリカの 5か国は頭文字をとってB
ブ リ ッ ク ス

RICSとよ

ばれている。

なかでも中国の発展が著
いちじる

しく，GDPはアメリカについで世界第 2位，

日本の 2倍以上である。国際的にも存在感を高め，日米主導のアジア開発

銀行に対抗してアジアインフラ投資銀行（AIIB）を設立する一方で，「一帯

一路」をうたい，陸と海のシルクロード経済圏の構築をめざしている。こ

うして，今や中国は政治的，経済的，軍事的にアメリカを脅
おびや

かす存在とな

り，両国の緊張は2018年にはじまる米中経済戦争となってあらわれた。
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イギリスがEUからの離脱を決めた理由や，EUから離脱するにあたって，どのよう
な点が課題となったか，調べてみよう。

4メキシコとの貿易赤字問題に不満をもつア
メリカのトランプ大統領が主導して，2017年，
北米自由貿易協定（NAFTA）の再交渉がはじ
まった。2018年にはアメリカ・カナダ・メ
キシコの3か国で合意が成立し，米国・メキ
シコ・カナダ協定（USMCA）として署名され
た（2020年発効）。
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的経済連携（AJCEP）協定の締結を進めている。
物品貿易の自由化のほか，知的財産権や農林
水産分野での協力などを規定したものである。
6地域統合には，いくつかの段階がある。一
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の関税をかける措置をとった。対抗して，中
国もアメリカから輸入している商品に報

ほう

復
ふく

関
税をかける措置をとった。

7二国間，あるいは，多国間で，関税・非関
税障

しょう

壁
へき

を撤廃することによって自由貿易の促
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など，枠組みが拡大しつつある。
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202 第3部　 持続可能な社会づくりに  
参画するために

　用語の定義や基本的な知識をまとめている。意見や主張ではなく，まず基本情報を正確におさえたいときに役立つ。

　速報性が高く，時事的なテーマや問題をタイムリーに知
るのに適している。記者だけでなく，各分野の専門家（研
究者）が寄

き

稿
こう

した記事もある。基本的に短くて読みやすい

分，問題の一面だけを切り取った論述になりやすい。また，
速報性が高い分，誤情報が含まれることもあるので注意が
必要。

※総合誌やビジネス雑誌，経済誌は，時事的なテーマで特集を組むことが多い。過去の特集は出版社のホームページで知ることができる。

　このほか，テレビの報道番組・ドキュメンタリー番組なども資料となる。フィールドワークやインタビューを自分ででき
ない場合などに，特に役立つ。

※オンライン事典の多くが有料であるが，学校や図書館が契約している場合は利用できる。
※無料のWikipediaは便利であるが，だれでも執筆に参加できるという性質上，内容の信頼性やわかりやすさは記事によってばらつきが大
きい。得た情報は書籍等で裏づけをとるようにしよう。

事典

新聞・雑誌

※図書館のレファレンスブック（参考図書）コーナーなどで冊子の形で読める。また，白書の多くはウェブサイトで公開されており，データ
ファイルもダウンロードできるものがある。

※政府関係の統計は，ウェブサイト「e-Stat」に分野別でまとまっている。

●統計資料をさがす
　具体的な数字を示すことで，主張に説得力が生まれ，発
表がわかりやすくなる。また，印象論や思いこみで探究を

進めてしまわないように，事実（数字）の根拠を確かめるよ
うにしよう。

●新聞縮
しゅく

刷
さ つ

版：大きな図書館には過去の新聞が製本されて保
管されている

●雑誌のバックナンバー（過去の号）：図書館に保管されてい
ることがある

●各新聞社のオンライン記事データベース：学校や図書館で

●白書：行政（官公庁）が政治，経済，社会の実態や政府の施
策の現状などをまとめたもの

●図書館のレファレンスブック（参考図書）コーナー：各分野
の書棚とは別に，事典などがならんだコーナーがある。多
くの場合貸し出しはできない

契約していれば利用できる
　「朝日けんさくくん」「ヨミダススクール」「日経テレコン」
など

●各新聞や週刊誌などのウェブサイト：無料公開されている
記事があり，検索できる

●年
ね ん

鑑
か ん

：官公庁や新聞社などが，特定の分野の 1年間の動向
や今後の展望をまとめたもの

●オンライン事典
「ジャパンナレッジ」「ブリタニカ・オンライン・ジャパン」　
「Wikipedia」など

おもな統計資料

さがし方

さがし方

●論文検索サイトを活用する　※pdfファイルで無
む

償
しょう

公開されていればダウンロードして読める
「CiNii Articles」（サイニィ）　　「Google Scholar」（グーグルスカラー）

さがし方

　多くは専門家（研究者）が学術誌などに発表したもので，
一般的に信頼性が高い。ただし，専門用語が多く使われ，
予備知識なしに読むのが難しいものが多い。最新の研究成
果を知りたい場合，専門家内の論争状況などをつかみたい

場合などには，論文が適している。どんな探究課題を立て
ているか，どんな探究方法をとっているか，なども参考に
しよう。また，末尾に参考文

ぶん

献
けん

リストがついており，「イ
モヅル法」で文献情報を知るためにも活用できる。
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ることを旨として，行われなければならない。
第5条〔国際的協調による地球環境保全の積極的推進〕　地球環境
保全が人類共通の課題であるとともに国民の健康で文化的な生
活を将来にわたって確保する上での課題であること及び我が国
の経済社会が国際的な密接な相互依存関係の中で営まれている
ことにかんがみ，地球環境保全は，我が国の能力を生かして，及
び国際社会において我が国の占める地位に応じて，国際的協調
の下に積極的に推進されなければならない。

（正式名称は「個人情報の保護に関する法律」）

第1条〔目的〕　この法律は，高度情報通信社会の進展に伴い個人
情報の利用が著しく拡大していることに鑑み，個人情報の適正
な取扱いに関し，基本理念及び政府による基本方針の作成その
他の個人情報の保護に関する施策の基本となる事項を定め，国
及び地方公共団体の責務等を明らかにするとともに，個人情報
を取り扱う事業者の遵守すべき義務等を定めることにより，個
人情報の適正かつ効果的な活用が新たな産業の創出並びに活力
ある経済社会及び豊かな国民生活の実現に資するものであるこ
とその他の個人情報の有用性に配慮しつつ，個人の権利利益を
保護することを目的とする。
第15条〔利用目的の特定〕　①個人情報取扱事業者は，個人情報を
取り扱うに当たっては，その利用の目的（以下「利用目的」とい
う。）をできる限り特定しなければならない。
第16条〔利用目的による制限〕　①個人情報取扱事業者は，あらか
じめ本人の同意を得ないで，前条の規定により特定された利用
目的の達成に必要な範囲を超えて，個人情報を取り扱ってはな
らない。
第17条〔適正な取得〕　①個人情報取扱事業者は，偽りその他不正
の手段により個人情報を取得してはならない。
第18条〔取得に際しての利用目的の通知等〕　①個人情報取扱事
業者は，個人情報を取得した場合は，あらかじめその利用目的
を公表している場合を除き，速やかに，その利用目的を，本人
に通知し，又は公表しなければならない。
第19条〔データ内容の正確性の確保等〕　個人情報取扱事業者は，
利用目的の達成に必要な範囲内において，個人データを正確か
つ最新の内容に保つとともに，利用する必要がなくなったとき
は，当該個人データを遅滞なく消去するよう努めなければなら
ない。
第20条〔安全管理措置〕　個人情報取扱事業者は，その取り扱う個
人データの漏えい，滅失又はき損の防止その他の個人データの
安全管理のために必要かつ適切な措置を講じなければならない。
第28条〔開示〕　①本人は，個人情報取扱事業者に対し，当該本人
が識別される保有個人データの開示を請求することができる。
第29条〔訂正等〕　①本人は，個人情報取扱事業者に対し，当該本
人が識別される保有個人データの内容が事実でないときは，当
該保有個人データの内容の訂正，追加又は削除（以下この条にお
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いて「訂正等」という。）を請求することができる。

（正式名称は「行政機関の保有する情報の公開に関する法律」）

第1条〔目的〕　この法律は，国民主権の理念にのっとり，行政文
書の開示を請求する権利につき定めること等により，行政機関
の保有する情報の一層の公開を図り，もって政府の有するその
諸活動を国民に説明する責務が全うされるようにするとともに，
国民の的確な理解と批判の下にある公正で民主的な行政の推進
に資することを目的とする。
第3条〔開示請求権〕　何人も，この法律の定めるところにより，
行政機関の長（前条第１項第４号及び第５号の政令で定める機
関にあっては，その機関ごとに政令で定める者をいう。以下同
じ。）に対し，当該行政機関の保有する行政文書の開示を請求す
ることができる。
第5条〔行政文書の開示義務〕　行政機関の長は，開示請求があっ
たときは，開示請求に係る行政文書に次の各号に掲げる情報（以
下「不開示情報」という。）のいずれかが記録されている場合を除
き，開示請求者に対し，当該行政文書を開示しなければならな
い。……

第1編　総則
第1条〔基本原則〕　①私権は，公共の福祉に適合しなければなら
ない。

 ②権利の行使及び義務の履行は，信義に従い誠実に行わなけれ
ばならない。

 ③権利の濫用は，これを許さない。
第2条〔解釈の基準〕　この法律は，個人の尊厳と両性の本質的平
等を旨として，解釈しなければならない。 
第3条　①私権の享有は，出生に始まる。
　②外国人は，法令又は条約の規定により禁止される場合を除き，
私権を享有する。 
第4条〔成年〕　年齢18歳をもって，成年とする。
第5条〔未成年者の法律行為〕　①未成年者が法律行為をするには，
その法定代理人の同意を得なければならない。ただし，単に権利
を得，又は義務を免れる法律行為については，この限りでない。

 ②前項の規定に反する法律行為は，取り消すことができる。
第90条〔公序良俗〕　公の秩序又は善良の風俗に反する法律行為
は，無効とする。
第95条〔錯誤〕　①意思表示は，次に掲げる錯誤に基づくものであ
って，その錯誤が法律行為の目的及び取引上の社会通念に照ら
して重要なものであるときは，取り消すことができる。
　1　意思表示に対応する意思を欠く錯誤
　2　表意者が法律行為の基礎とした事情についてのその認識が
真実に反する錯誤
第96条〔詐欺又は強迫〕　①詐欺又は強迫による意思表示は，取り
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1947（昭和22）年12月22日
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消すことができる。
　②相手方に対する意思表示について第三者が詐欺を行った場合
においては，相手方がその事実を知り，又は知ることができた
ときに限り，その意思表示を取り消すことができる。

第2編　物権
第206条〔所有権の内容〕　所有者は，法令の制限内において，自
由にその所有物の使用，収益及び処分をする権利を有する。

第3編　債権
第446条〔保証人の責任等〕　①保証人は，主たる債務者がその債
務を履行しないときに，その履行をする責任を負う。

 ②保証契約は，書面でしなければ，その効力を生じない。 
 ③保証契約がその内容を記録した電磁的記録によってされたと
きは，その保証契約は，書面によってされたものとみなして，前
項の規定を適用する。
第523条〔承諾の期間の定めのある申込み〕　①承諾の期間を定め
てした申込みは，撤回することができない。ただし，申込者が
撤回をする権利を留保したときは，この限りでない。
　②申込者が前項の申込みに対して同項の期間内に承諾の通知を
受けなかったときは，その申込みは，その効力を失う。
第549条〔贈与〕　贈与は，当事者の一方がある財産を無償で相手
方に与える意思を表示し，相手方が受諾をすることによって，そ
の効力を生ずる。
第555条〔売買〕　売買は，当事者の一方がある財産権を相手方に
移転することを約し，相手方がこれに対してその代金を支払う
ことを約することによって，その効力を生ずる。
第586条〔交換〕　①交換は，当事者が互いに金銭の所有権以外の
財産権を移転することを約することによって，その効力を生ずる。
　②当事者の一方が他の権利とともに金銭の所有権を移転するこ
とを約した場合におけるその金銭については，売買の代金に関
する規定を準用する。
第587条〔消費貸借〕　消費貸借は，当事者の一方が種類，品質及
び数量の同じ物をもって返還をすることを約して相手方から金
銭その他の物を受け取ることによって，その効力を生ずる。
第593条〔使用貸借〕　使用貸借は，当事者の一方がある物を引き
渡すことを約し，相手方がその受け取った物について無償で使
用及び収益をして契約が終了したときに返還をすることを約す
ることによって，その効力を生ずる。
第601条〔賃貸借〕　賃貸借は，当事者の一方がある物の使用及び
収益を相手方にさせることを約し，相手方がこれに対してその
賃料を支払うこと及び引渡しを受けた物を契約が終了したとき
に返還することを約することによって，その効力を生ずる。
第623条〔雇用〕　雇用は，当事者の一方が相手方に対して労働に
従事することを約し，相手方がこれに対してその報酬を与える
ことを約することによって，その効力を生ずる。
第632条〔請負〕　請負は，当事者の一方がある仕事を完成するこ
とを約し，相手方がその仕事の結果に対してその報酬を支払う
ことを約することによって，その効力を生ずる。

第643条〔委任〕　委任は，当事者の一方が法律行為をすることを
相手方に委託し，相手方がこれを承諾することによって，その
効力を生ずる。
第695条〔和解〕　和解は，当事者が互いに譲歩をしてその間に存す
る争いをやめることを約することによって，その効力を生ずる。
第709条〔不法行為による損害賠償〕　故意又は過失によって他人
の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は，これによっ
て生じた損害を賠償する責任を負う。
第710条〔財産以外の損害の賠償〕　他人の身体，自由若しくは名
誉を侵害した場合又は他人の財産権を侵害した場合のいずれで
あるかを問わず，前条の規定により損害賠償の責任を負う者は，
財産以外の損害に対しても，その賠償をしなければならない。

第4編　親族
第725条〔親族の範囲〕　次に掲げる者は，親族とする。
　1　6親等内の血族 
　2　配偶者
　3　3親等内の姻族 
第726条〔親等の計算〕　①親等は，親族間の世代数を数えて，こ
れを定める。
　②傍系親族の親等を定めるには，その一人又はその配偶者から
同一の祖先にさかのぼり，その祖先から他の一人に下るまでの
世代数による。 
第730条〔親族間の扶け合い〕　直系血族及び同居の親族は，互い
に扶け合わなければならない。 

第731条〔婚姻適齢〕　婚姻は，18歳にならなければ，することが
できない。
第734条〔近親者間の婚姻の禁止〕　①直系血族又は３親等内の傍
系血族の間では，婚姻をすることができない。ただし，養子と
養方の傍系血族との間では，この限りでない。 

第750条〔夫婦の氏〕　夫婦は，婚姻の際に定めるところに従い，夫
又は妻の氏を称する。 
第752条〔同居，協力及び扶助の義務〕　夫婦は同居し，互いに協
力し扶助しなければならない。 
第818条〔親権者〕　①成年に達しない子は，父母の親権に服する。 
　②子が養子であるときは，養親の親権に服する。 
　③親権は，父母の婚姻中は，父母が共同して行う。ただし，父母
の一方が親権を行うことができないときは，他の一方が行う。 
第820条〔監護及び教育の権利義務〕　親権を行う者は，子の利益
のために子の監護及び教育をする権利を有し，義務を負う。 
第822条〔懲戒〕　親権を行う者は，第820条の規定による監護及
び教育に必要な範囲内でその子を懲戒することができる。 
第877条〔扶養義務者〕　①直系血族及び兄弟姉妹は，互いに扶養
をする義務がある。 

第5編　相続
第900条〔法定相続分〕　同順位の相続人が数人あるときは，その
相続分は，次の各号の定めるところによる。
　1　子及び配偶者が相続人であるときは，子の相続分及び配偶
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ることを旨として，行われなければならない。
第5条〔国際的協調による地球環境保全の積極的推進〕　地球環境
保全が人類共通の課題であるとともに国民の健康で文化的な生
活を将来にわたって確保する上での課題であること及び我が国
の経済社会が国際的な密接な相互依存関係の中で営まれている
ことにかんがみ，地球環境保全は，我が国の能力を生かして，及
び国際社会において我が国の占める地位に応じて，国際的協調
の下に積極的に推進されなければならない。

（正式名称は「個人情報の保護に関する法律」）

第1条〔目的〕　この法律は，デジタル社会の進展に伴い個人情報
の利用が著しく拡大していることに鑑み，個人情報の適正な取
扱いに関し，基本理念及び政府による基本方針の作成その他の
個人情報の保護に関する施策の基本となる事項を定め，国及び
地方公共団体の責務等を明らかにし，個人情報を取り扱う事業
者及び行政機関等についてこれらの特性に応じて遵守すべき義
務等を定めるとともに，個人情報保護委員会を設置することに
より，行政機関等の事務及び事業の適正かつ円滑な運営を図り，
並びに個人情報の適正かつ効果的な活用が新たな産業の創出並
びに活力ある経済社会及び豊かな国民生活の実現に資するもの
であることその他の個人情報の有用性に配慮しつつ，個人の権
利利益を保護することを目的とする。
第17条〔利用目的の特定〕　①個人情報取扱事業者は，個人情報を
取り扱うに当たっては，その利用の目的（以下「利用目的」とい
う。）をできる限り特定しなければならない。
第18条〔利用目的による制限〕　①個人情報取扱事業者は，あらか
じめ本人の同意を得ないで，前条の規定により特定された利用
目的の達成に必要な範囲を超えて，個人情報を取り扱ってはな
らない。
第20条〔適正な取得〕　①個人情報取扱事業者は，偽りその他不正
の手段により個人情報を取得してはならない。
第21条〔取得に際しての利用目的の通知等〕　①個人情報取扱事
業者は，個人情報を取得した場合は，あらかじめその利用目的
を公表している場合を除き，速やかに，その利用目的を，本人
に通知し，又は公表しなければならない。
第22条〔データ内容の正確性の確保等〕　個人情報取扱事業者は，
利用目的の達成に必要な範囲内において，個人データを正確か
つ最新の内容に保つとともに，利用する必要がなくなったとき
は，当該個人データを遅滞なく消去するよう努めなければなら
ない。
第23条〔安全管理措置〕　個人情報取扱事業者は，その取り扱う個
人データの漏えい，滅失又は毀損の防止その他の個人データの
安全管理のために必要かつ適切な措置を講じなければならない。
第33条〔開示〕　①本人は，個人情報取扱事業者に対し，当該本人
が識別される保有個人データの開示を請求することができる。
第34条〔訂正等〕　①本人は，個人情報取扱事業者に対し，当該本

個人情報保護法（抜すい） ●公布
2003（平成15）年5月30日

人が識別される保有個人データの内容が事実でないときは，当
該保有個人データの内容の訂正，追加又は削除（以下この条にお
いて「訂正等」という。）を請求することができる。

（正式名称は「行政機関の保有する情報の公開に関する法律」）

第1条〔目的〕　この法律は，国民主権の理念にのっとり，行政文
書の開示を請求する権利につき定めること等により，行政機関
の保有する情報の一層の公開を図り，もって政府の有するその
諸活動を国民に説明する責務が全うされるようにするとともに，
国民の的確な理解と批判の下にある公正で民主的な行政の推進
に資することを目的とする。
第3条〔開示請求権〕　何人も，この法律の定めるところにより，
行政機関の長（前条第１項第４号及び第５号の政令で定める機
関にあっては，その機関ごとに政令で定める者をいう。以下同
じ。）に対し，当該行政機関の保有する行政文書の開示を請求す
ることができる。
第5条〔行政文書の開示義務〕　行政機関の長は，開示請求があっ
たときは，開示請求に係る行政文書に次の各号に掲げる情報（以
下「不開示情報」という。）のいずれかが記録されている場合を除
き，開示請求者に対し，当該行政文書を開示しなければならな
い。……

第1編　総則
第1条〔基本原則〕　①私権は，公共の福祉に適合しなければなら
ない。

 ②権利の行使及び義務の履行は，信義に従い誠実に行わなけれ
ばならない。

 ③権利の濫用は，これを許さない。
第2条〔解釈の基準〕　この法律は，個人の尊厳と両性の本質的平
等を旨として，解釈しなければならない。 
第3条　①私権の享有は，出生に始まる。
　②外国人は，法令又は条約の規定により禁止される場合を除き，
私権を享有する。 
第4条〔成年〕　年齢18歳をもって，成年とする。
第5条〔未成年者の法律行為〕　①未成年者が法律行為をするには，
その法定代理人の同意を得なければならない。ただし，単に権利
を得，又は義務を免れる法律行為については，この限りでない。

 ②前項の規定に反する法律行為は，取り消すことができる。
第90条〔公序良俗〕　公の秩序又は善良の風俗に反する法律行為
は，無効とする。
第95条〔錯誤〕　①意思表示は，次に掲げる錯誤に基づくものであ
って，その錯誤が法律行為の目的及び取引上の社会通念に照ら
して重要なものであるときは，取り消すことができる。
　1　意思表示に対応する意思を欠く錯誤
　2　表意者が法律行為の基礎とした事情についてのその認識が

情報公開法（抜すい） ●公布
1999（平成11）年5月14日

民法（抜すい） ●改正公布
1947（昭和22）年12月22日
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真実に反する錯誤
第96条〔詐欺又は強迫〕　①詐欺又は強迫による意思表示は，取り
消すことができる。
　②相手方に対する意思表示について第三者が詐欺を行った場合
においては，相手方がその事実を知り，又は知ることができた
ときに限り，その意思表示を取り消すことができる。

第2編　物権
第206条〔所有権の内容〕　所有者は，法令の制限内において，自
由にその所有物の使用，収益及び処分をする権利を有する。

第3編　債権
第446条〔保証人の責任等〕　①保証人は，主たる債務者がその債
務を履行しないときに，その履行をする責任を負う。

 ②保証契約は，書面でしなければ，その効力を生じない。 
 ③保証契約がその内容を記録した電磁的記録によってされたと
きは，その保証契約は，書面によってされたものとみなして，前
項の規定を適用する。
第523条〔承諾の期間の定めのある申込み〕　①承諾の期間を定め
てした申込みは，撤回することができない。ただし，申込者が
撤回をする権利を留保したときは，この限りでない。
　②申込者が前項の申込みに対して同項の期間内に承諾の通知を
受けなかったときは，その申込みは，その効力を失う。
第549条〔贈与〕　贈与は，当事者の一方がある財産を無償で相手
方に与える意思を表示し，相手方が受諾をすることによって，そ
の効力を生ずる。
第555条〔売買〕　売買は，当事者の一方がある財産権を相手方に
移転することを約し，相手方がこれに対してその代金を支払う
ことを約することによって，その効力を生ずる。
第586条〔交換〕　①交換は，当事者が互いに金銭の所有権以外の
財産権を移転することを約することによって，その効力を生ずる。
　②当事者の一方が他の権利とともに金銭の所有権を移転するこ
とを約した場合におけるその金銭については，売買の代金に関
する規定を準用する。
第587条〔消費貸借〕　消費貸借は，当事者の一方が種類，品質及
び数量の同じ物をもって返還をすることを約して相手方から金
銭その他の物を受け取ることによって，その効力を生ずる。
第593条〔使用貸借〕　使用貸借は，当事者の一方がある物を引き
渡すことを約し，相手方がその受け取った物について無償で使
用及び収益をして契約が終了したときに返還をすることを約す
ることによって，その効力を生ずる。
第601条〔賃貸借〕　賃貸借は，当事者の一方がある物の使用及び
収益を相手方にさせることを約し，相手方がこれに対してその
賃料を支払うこと及び引渡しを受けた物を契約が終了したとき
に返還することを約することによって，その効力を生ずる。
第623条〔雇用〕　雇用は，当事者の一方が相手方に対して労働に
従事することを約し，相手方がこれに対してその報酬を与える
ことを約することによって，その効力を生ずる。
第632条〔請負〕　請負は，当事者の一方がある仕事を完成するこ

とを約し，相手方がその仕事の結果に対してその報酬を支払う
ことを約することによって，その効力を生ずる。
第643条〔委任〕　委任は，当事者の一方が法律行為をすることを
相手方に委託し，相手方がこれを承諾することによって，その
効力を生ずる。
第695条〔和解〕　和解は，当事者が互いに譲歩をしてその間に存す
る争いをやめることを約することによって，その効力を生ずる。
第709条〔不法行為による損害賠償〕　故意又は過失によって他人
の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は，これによっ
て生じた損害を賠償する責任を負う。
第710条〔財産以外の損害の賠償〕　他人の身体，自由若しくは名
誉を侵害した場合又は他人の財産権を侵害した場合のいずれで
あるかを問わず，前条の規定により損害賠償の責任を負う者は，
財産以外の損害に対しても，その賠償をしなければならない。

第4編　親族
第725条〔親族の範囲〕　次に掲げる者は，親族とする。
　1　6親等内の血族 
　2　配偶者
　3　3親等内の姻族 
第726条〔親等の計算〕　①親等は，親族間の世代数を数えて，こ
れを定める。
　②傍系親族の親等を定めるには，その一人又はその配偶者から
同一の祖先にさかのぼり，その祖先から他の一人に下るまでの
世代数による。 
第730条〔親族間の扶け合い〕　直系血族及び同居の親族は，互い
に扶け合わなければならない。 

第731条〔婚姻適齢〕　婚姻は，18歳にならなければ，することが
できない。
第734条〔近親者間の婚姻の禁止〕　①直系血族又は３親等内の傍
系血族の間では，婚姻をすることができない。ただし，養子と
養方の傍系血族との間では，この限りでない。 

第750条〔夫婦の氏〕　夫婦は，婚姻の際に定めるところに従い，夫
又は妻の氏を称する。 
第752条〔同居，協力及び扶助の義務〕　夫婦は同居し，互いに協
力し扶助しなければならない。 
第818条〔親権者〕　①成年に達しない子は，父母の親権に服する。 
　②子が養子であるときは，養親の親権に服する。 
　③親権は，父母の婚姻中は，父母が共同して行う。ただし，父母
の一方が親権を行うことができないときは，他の一方が行う。 
第820条〔監護及び教育の権利義務〕　親権を行う者は，子の利益
のために子の監護及び教育をする権利を有し，義務を負う。 
第877条〔扶養義務者〕　①直系血族及び兄弟姉妹は，互いに扶養
をする義務がある。 

第5編　相続
第900条〔法定相続分〕　同順位の相続人が数人あるときは，その
相続分は，次の各号の定めるところによる。
　1　子及び配偶者が相続人であるときは，子の相続分及び配偶
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の事業活動を拘束し，又は遂行することにより，公共の利益に
反して，一定の取引分野における競争を実質的に制限すること
をいう。
第27条〔設置・任務〕　①内閣府設置法第49条第３項の規定に基づ
いて，第1条の目的を達成することを任務とする公正取引委員
会を置く。
第28条〔職権行使の独立性〕　公正取引委員会の委員長及び委員
は，独立してその職権を行う。

第1条〔目的〕　この法律は，消費者と事業者との間の情報の質及
び量並びに交渉力等の格差にかんがみ，消費者の利益の擁護及
び増進に関し，消費者の権利の尊重及びその自立の支援その他
の基本理念を定め，国，地方公共団体及び事業者の責務等を明
らかにするとともに，その施策の基本となる事項を定めること
により，消費者の利益の擁護及び増進に関する総合的な施策の
推進を図り，もつて国民の消費生活の安定及び向上を確保する
ことを目的とする。
第2条〔基本理念〕　①消費者の利益の擁護及び増進に関する総合
的な施策（以下「消費者政策」という。）の推進は，国民の消費生活
における基本的な需要が満たされ，その健全な生活環境が確保
される中で，消費者の安全が確保され，商品及び役務について
消費者の自主的かつ合理的な選択の機会が確保され，消費者に
対し必要な情報及び教育の機会が提供され，消費者の意見が消
費者政策に反映され，並びに消費者に被害が生じた場合には適
切かつ迅速に救済されることが消費者の権利であることを尊重
するとともに，消費者が自らの利益の擁護及び増進のため自主
的かつ合理的に行動することができるよう消費者の自立を支援
することを基本として行われなければならない。
第5条〔事業者の責務等〕　①事業者は，第2条の消費者の権利の
尊重及びその自立の支援その他の基本理念にかんがみ，その供
給する商品及び役務について，次に掲げる責務を有する。
　１　消費者の安全及び消費者との取引における公正を確保する
こと。
　２　消費者に対し必要な情報を明確かつ平易に提供すること。
　３　消費者との取引に際して，消費者の知識，経験及び財産の
状況等に配慮すること。
　４　消費者との間に生じた苦情を適切かつ迅速に処理するため
に必要な体制の整備等に努め，当該苦情を適切に処理すること。
第7条　①消費者は，自ら進んで，その消費生活に関して，必要
な知識を修得し，及び必要な情報を収集する等自主的かつ合理
的に行動するよう努めなければならない。
　②消費者は，消費生活に関し，環境の保全及び知的財産権等の
適正な保護に配慮するよう努めなければならない。

第1条〔目的〕　この法律は，消費者と事業者との間の情報の質及

消費者基本法（抜すい） ●公布
1968（昭和43）年5月30日

消費者契約法（抜すい） ●公布　
2000（平成12）年5月12日

び量並びに交渉力の格差に鑑み，事業者の一定の行為により消
費者が誤認し，又は困惑した場合等について契約の申込み又は
その承諾の意思表示を取り消すことができることとするととも
に，事業者の損害賠償の責任を免除する条項その他の消費者の
利益を不当に害することとなる条項の全部又は一部を無効とす
るほか，消費者の被害の発生又は拡大を防止するため適格消費
者団体が事業者等に対し差止請求をすることができることとす
ることにより，消費者の利益の擁護を図り，もって国民生活の
安定向上と国民経済の健全な発展に寄与することを目的とする。
第2条〔定義〕　①この法律において「消費者」とは，個人（事業とし
て又は事業のために契約の当事者となる場合におけるものを除
く。）をいう。
　②この法律（第43条第２項第２号を除く。）において「事業者」と
は，法人その他の団体及び事業として又は事業のために契約の
当事者となる場合における個人をいう。
第3条〔事業者及び消費者の努力〕　①事業者は，次に掲げる措置
を講ずるよう努めなければならない。
　1　消費者契約の条項を定めるに当たっては，消費者の権利義
務その他の消費者契約の内容が，その解釈について疑義が生じ
ない明確なもので，かつ，消費者にとって平易なものになるよ
う配慮すること。
　2　消費者契約の締結について勧誘をするに際しては，消費者
の理解を深めるために，物品，権利，役務その他の消費者契約
の目的となるものの性質に応じ，個々の消費者の知識及び経験
を考慮した上で，消費者の権利義務その他の消費者契約の内容
についての必要な情報を提供すること。
　②消費者は，消費者契約を締結するに際しては，事業者から提
供された情報を活用し，消費者の権利義務その他の消費者契約
の内容について理解するよう努めるものとする。

（正式名称は「人権教育及び人権啓発の推進に関する法律」）

第1条〔目的〕　この法律は，人権の尊重の緊要性に関する認識の
高まり，社会的身分，門地，人種，信条又は性別による不当な
差別の発生等の人権侵害の現状その他人権の擁護に関する内外
の情勢にかんがみ，人権教育及び人権啓発に関する施策の推進
について，国，地方公共団体及び国民の責務を明らかにすると
ともに，必要な措置を定め，もって人権の擁護に資することを
目的とする。
第2条〔定義〕　この法律において，人権教育とは，人権尊重の精
神の涵養を目的とする教育活動をいい，人権啓発とは，国民の
間に人権尊重の理念を普及させ，及びそれに対する国民の理解
を深めることを目的とする広報その他の啓発活動（人権教育を
除く。）をいう。
第3条〔基本理念〕　国及び地方公共団体が行う人権教育及び人権
啓発は，学校，地域，家庭，職域その他の様々な場を通じて，国
民が，その発達段階に応じ，人権尊重の理念に対する理解を深

人権教育・啓発推進法（抜すい） ●公布　
2000（平成12）年12月6日
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め，これを体得することができるよう，多様な機会の提供，効
果的な手法の採用，国民の自主性の尊重及び実施機関の中立性
の確保を旨として行われなければならない。

（正式名称は「アイヌの人々の誇りが尊重される社会を実現するための施策の推

進に関する法律」）

第1条〔目的〕　この法律は，日本列島北部周辺，とりわけ北海道
の先住民族であるアイヌの人々の誇りの源泉であるアイヌの伝
統及びアイヌ文化（以下「アイヌの伝統等」という。）が置かれて
いる状況並びに近年における先住民族をめぐる国際情勢に鑑み，
アイヌ施策の推進に関し，基本理念，国等の責務，政府による
基本方針の策定，民族共生象徴空間構成施設の管理に関する措
置，市町村（特別区を含む。以下同じ。）によるアイヌ施策推進地
域計画の作成及びその内閣総理大臣による認定，当該認定を受
けたアイヌ施策推進地域計画に基づく事業に対する特別の措置，
アイヌ政策推進本部の設置等について定めることにより，アイ
ヌの人々が民族としての誇りを持って生活することができ，及
びその誇りが尊重される社会の実現を図り，もって全ての国民
が相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現に
資することを目的とする。
第3条〔基本理念〕　①アイヌ施策の推進は，アイヌの人々の民族
としての誇りが尊重されるよう，アイヌの人々の誇りの源泉で
あるアイヌの伝統等並びに我が国を含む国際社会において重要
な課題である多様な民族の共生及び多様な文化の発展について
の国民の理解を深めることを旨として，行われなければならな
い。
　③アイヌ施策の推進は，国，地方公共団体その他の関係する者
の相互の密接な連携を図りつつ，アイヌの人々が北海道のみな
らず全国において生活していることを踏まえて全国的な視点に
立って行われなければならない。

第1章　目的及び原則
第1条〔国連の目的〕　国際連合の目的は，次のとおりである。
 ①国際の平和及び安全を維持すること。そのために，平和に対
する脅威の防止及び除去と侵略行為その他の平和の破壊の鎮圧
とのため有効な集団的措置をとること並びに平和を破壊するに
至る虞のある国際的の紛争又は事態の調整又は解決を平和的手
段によって且つ正義及び国際法の原則に従って実現すること。

 ②人民の同権及び自決の原則の尊重に基礎をおく諸国間の友好
関係を発展させること並びに世界平和を強化するために他の適
当な措置をとること。

 ③経済的，社会的，文化的又は人道的性質を有する国際問題を
解決することについて，並びに人種，性，言語又は宗教による
差別なくすべての者のために人権及び基本的自由を尊重するよ
うに助長奨励することについて，国際協力を達成すること。

アイヌ施策推進法（抜すい） ●公布　
2019（平成31）年4月26日

国際連合憲章（抜すい） ●発効　1945年10月24日

 ④これらの共通の目的の達成に当って諸国の行動を調和するた
めの中心となること。
第2条〔行動の原則〕　この機構及びその加盟国は，第１条に掲げ
る目的を達成するに当っては，次の原則に従って行動しなけれ
ばならない。

 ①この機構は，そのすべての加盟国の主権平等の原則に基礎を
おいている。

 ②すべての加盟国は，加盟国の地位から生ずる権利及び利益を
加盟国のすべてに保障するために，この憲章に従って負ってい
る義務を誠実に履行しなければならない。

 ③すべての加盟国は，その国際紛争を平和的手段によって国際
の平和及び安全並びに正義を危くしないように解決しなければ
ならない。

 ④すべての加盟国は，その国際関係において，武力による威嚇
又は武力の行使を，いかなる国の領土保全又は政治的独立に対
するものも，また，国際連合の目的と両立しない他のいかなる
方法によるものも慎まなければならない。

 ⑤すべての加盟国は，国際連合がこの憲章に従ってとるいかな
る行動についても国際連合にあらゆる援助を与え，且つ，国際
連合の防止行動又は強制行動の対象となっているいかなる国に
対しても援助の供与を慎まなければならない。

 ⑥この機構は，国際連合加盟国でない国が，国際の平和及び安
全の維持に必要な限り，これらの原則に従って行動することを
確保しなければならない。

 ⑦この憲章のいかなる規定も，本質上いずれかの国の国内管轄
権内にある事項に干渉する権限を国際連合に与えるものではな
く，また，その事項をこの憲章に基く解決に付託することを加
盟国に要求するものでもない。但し，この原則は，第７章に基
く強制措置の適用を妨げるものではない。

第3章　機関
第7条〔機関〕　①国際連合の主要機関として，総会，安全保障理
事会，経済社会理事会，信託統治理事会，国際司法裁判所及び
事務局を設ける。

第4章　総会
第18条〔表決手続〕　①総会の各構成国は，１個の投票権を有する。
　②重要問題に関する総会の決定は，出席し且つ投票する構成国
の３分の２の多数によって行われる。……

第6章　紛争の平和的解決
第33条〔国連の目的〕　①いかなる紛争でも継続が国際の平和及
び安全の維持を危うくする虞のあるものについては，その当事
者は，まず第一に，交渉，審査，仲介，調停，仲裁裁判，司法
的解決，地域的機関又は地域的取極の利用その他当事者が選ぶ
平和的手段による解決を求めなければならない。

 ②安全保障理事会は，必要と認めるときは，当事者に対して，そ
の紛争を前記の手段によって解決するように要請する。
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の事業活動を拘束し，又は遂行することにより，公共の利益に
反して，一定の取引分野における競争を実質的に制限すること
をいう。
第27条〔設置・任務〕　①内閣府設置法第49条第３項の規定に基づ
いて，第1条の目的を達成することを任務とする公正取引委員
会を置く。
第28条〔職権行使の独立性〕　公正取引委員会の委員長及び委員
は，独立してその職権を行う。

第1条〔目的〕　この法律は，消費者と事業者との間の情報の質及
び量並びに交渉力等の格差にかんがみ，消費者の利益の擁護及
び増進に関し，消費者の権利の尊重及びその自立の支援その他
の基本理念を定め，国，地方公共団体及び事業者の責務等を明
らかにするとともに，その施策の基本となる事項を定めること
により，消費者の利益の擁護及び増進に関する総合的な施策の
推進を図り，もつて国民の消費生活の安定及び向上を確保する
ことを目的とする。
第2条〔基本理念〕　①消費者の利益の擁護及び増進に関する総合
的な施策（以下「消費者政策」という。）の推進は，国民の消費生活
における基本的な需要が満たされ，その健全な生活環境が確保
される中で，消費者の安全が確保され，商品及び役務について
消費者の自主的かつ合理的な選択の機会が確保され，消費者に
対し必要な情報及び教育の機会が提供され，消費者の意見が消
費者政策に反映され，並びに消費者に被害が生じた場合には適
切かつ迅速に救済されることが消費者の権利であることを尊重
するとともに，消費者が自らの利益の擁護及び増進のため自主
的かつ合理的に行動することができるよう消費者の自立を支援
することを基本として行われなければならない。
第5条〔事業者の責務等〕　①事業者は，第2条の消費者の権利の
尊重及びその自立の支援その他の基本理念にかんがみ，その供
給する商品及び役務について，次に掲げる責務を有する。
　１　消費者の安全及び消費者との取引における公正を確保する
こと。
　２　消費者に対し必要な情報を明確かつ平易に提供すること。
　３　消費者との取引に際して，消費者の知識，経験及び財産の
状況等に配慮すること。
　４　消費者との間に生じた苦情を適切かつ迅速に処理するため
に必要な体制の整備等に努め，当該苦情を適切に処理すること。
第7条　①消費者は，自ら進んで，その消費生活に関して，必要
な知識を修得し，及び必要な情報を収集する等自主的かつ合理
的に行動するよう努めなければならない。
　②消費者は，消費生活に関し，環境の保全及び知的財産権等の
適正な保護に配慮するよう努めなければならない。

第1条〔目的〕　この法律は，消費者と事業者との間の情報の質及

消費者基本法（抜すい） ●公布
1968（昭和43）年5月30日

消費者契約法（抜すい） ●公布　
2000（平成12）年5月12日

び量並びに交渉力の格差に鑑み，事業者の一定の行為により消
費者が誤認し，又は困惑した場合等について契約の申込み又は
その承諾の意思表示を取り消すことができることとするととも
に，事業者の損害賠償の責任を免除する条項その他の消費者の
利益を不当に害することとなる条項の全部又は一部を無効とす
るほか，消費者の被害の発生又は拡大を防止するため適格消費
者団体が事業者等に対し差止請求をすることができることとす
ることにより，消費者の利益の擁護を図り，もって国民生活の
安定向上と国民経済の健全な発展に寄与することを目的とする。
第2条〔定義〕　①この法律において「消費者」とは，個人（事業とし
て又は事業のために契約の当事者となる場合におけるものを除
く。）をいう。
　②この法律（第43条第２項第２号を除く。）において「事業者」と
は，法人その他の団体及び事業として又は事業のために契約の
当事者となる場合における個人をいう。
第3条〔事業者及び消費者の努力〕　①事業者は，次に掲げる措置
を講ずるよう努めなければならない。
　1　消費者契約の条項を定めるに当たっては，消費者の権利義
務その他の消費者契約の内容が，その解釈について疑義が生じ
ない明確なもので，かつ，消費者にとって平易なものになるよ
う配慮すること。
　2　消費者契約の締結について勧誘をするに際しては，消費者
の理解を深めるために，物品，権利，役務その他の消費者契約
の目的となるものの性質に応じ，事業者が知ることができた
個々の消費者の年齢，心身の状態，知識及び経験を総合的に考
慮した上で，消費者の権利義務その他の消費者契約の内容につ
いての必要な情報を提供すること。
　②消費者は，消費者契約を締結するに際しては，事業者から提
供された情報を活用し，消費者の権利義務その他の消費者契約
の内容について理解するよう努めるものとする。

（正式名称は「人権教育及び人権啓発の推進に関する法律」）

第1条〔目的〕　この法律は，人権の尊重の緊要性に関する認識の
高まり，社会的身分，門地，人種，信条又は性別による不当な
差別の発生等の人権侵害の現状その他人権の擁護に関する内外
の情勢にかんがみ，人権教育及び人権啓発に関する施策の推進
について，国，地方公共団体及び国民の責務を明らかにすると
ともに，必要な措置を定め，もって人権の擁護に資することを
目的とする。
第2条〔定義〕　この法律において，人権教育とは，人権尊重の精
神の涵養を目的とする教育活動をいい，人権啓発とは，国民の
間に人権尊重の理念を普及させ，及びそれに対する国民の理解
を深めることを目的とする広報その他の啓発活動（人権教育を
除く。）をいう。
第3条〔基本理念〕　国及び地方公共団体が行う人権教育及び人権
啓発は，学校，地域，家庭，職域その他の様々な場を通じて，国

人権教育・啓発推進法（抜すい） ●公布　
2000（平成12）年12月6日
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民が，その発達段階に応じ，人権尊重の理念に対する理解を深
め，これを体得することができるよう，多様な機会の提供，効
果的な手法の採用，国民の自主性の尊重及び実施機関の中立性
の確保を旨として行われなければならない。

（正式名称は「アイヌの人々の誇りが尊重される社会を実現するための施策の推

進に関する法律」）

第1条〔目的〕　この法律は，日本列島北部周辺，とりわけ北海道
の先住民族であるアイヌの人々の誇りの源泉であるアイヌの伝
統及びアイヌ文化（以下「アイヌの伝統等」という。）が置かれて
いる状況並びに近年における先住民族をめぐる国際情勢に鑑み，
アイヌ施策の推進に関し，基本理念，国等の責務，政府による
基本方針の策定，民族共生象徴空間構成施設の管理に関する措
置，市町村（特別区を含む。以下同じ。）によるアイヌ施策推進地
域計画の作成及びその内閣総理大臣による認定，当該認定を受
けたアイヌ施策推進地域計画に基づく事業に対する特別の措置，
アイヌ政策推進本部の設置等について定めることにより，アイ
ヌの人々が民族としての誇りを持って生活することができ，及
びその誇りが尊重される社会の実現を図り，もって全ての国民
が相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現に
資することを目的とする。
第3条〔基本理念〕　①アイヌ施策の推進は，アイヌの人々の民族
としての誇りが尊重されるよう，アイヌの人々の誇りの源泉で
あるアイヌの伝統等並びに我が国を含む国際社会において重要
な課題である多様な民族の共生及び多様な文化の発展について
の国民の理解を深めることを旨として，行われなければならな
い。
　③アイヌ施策の推進は，国，地方公共団体その他の関係する者
の相互の密接な連携を図りつつ，アイヌの人々が北海道のみな
らず全国において生活していることを踏まえて全国的な視点に
立って行われなければならない。

第1章　目的及び原則
第1条〔国連の目的〕　国際連合の目的は，次のとおりである。
 ①国際の平和及び安全を維持すること。そのために，平和に対
する脅威の防止及び除去と侵略行為その他の平和の破壊の鎮圧
とのため有効な集団的措置をとること並びに平和を破壊するに
至る虞のある国際的の紛争又は事態の調整又は解決を平和的手
段によって且つ正義及び国際法の原則に従って実現すること。

 ②人民の同権及び自決の原則の尊重に基礎をおく諸国間の友好
関係を発展させること並びに世界平和を強化するために他の適
当な措置をとること。

 ③経済的，社会的，文化的又は人道的性質を有する国際問題を
解決することについて，並びに人種，性，言語又は宗教による
差別なくすべての者のために人権及び基本的自由を尊重するよ

アイヌ施策推進法（抜すい） ●公布　
2019（平成31）年4月26日

国際連合憲章（抜すい） ●発効　1945年10月24日

うに助長奨励することについて，国際協力を達成すること。
 ④これらの共通の目的の達成に当って諸国の行動を調和するた
めの中心となること。
第2条〔行動の原則〕　この機構及びその加盟国は，第１条に掲げ
る目的を達成するに当っては，次の原則に従って行動しなけれ
ばならない。

 ①この機構は，そのすべての加盟国の主権平等の原則に基礎を
おいている。

 ②すべての加盟国は，加盟国の地位から生ずる権利及び利益を
加盟国のすべてに保障するために，この憲章に従って負ってい
る義務を誠実に履行しなければならない。

 ③すべての加盟国は，その国際紛争を平和的手段によって国際
の平和及び安全並びに正義を危くしないように解決しなければ
ならない。

 ④すべての加盟国は，その国際関係において，武力による威嚇
又は武力の行使を，いかなる国の領土保全又は政治的独立に対
するものも，また，国際連合の目的と両立しない他のいかなる
方法によるものも慎まなければならない。

 ⑤すべての加盟国は，国際連合がこの憲章に従ってとるいかな
る行動についても国際連合にあらゆる援助を与え，且つ，国際
連合の防止行動又は強制行動の対象となっているいかなる国に
対しても援助の供与を慎まなければならない。

 ⑥この機構は，国際連合加盟国でない国が，国際の平和及び安
全の維持に必要な限り，これらの原則に従って行動することを
確保しなければならない。

 ⑦この憲章のいかなる規定も，本質上いずれかの国の国内管轄
権内にある事項に干渉する権限を国際連合に与えるものではな
く，また，その事項をこの憲章に基く解決に付託することを加
盟国に要求するものでもない。但し，この原則は，第７章に基
く強制措置の適用を妨げるものではない。

第3章　機関
第7条〔機関〕　①国際連合の主要機関として，総会，安全保障理
事会，経済社会理事会，信託統治理事会，国際司法裁判所及び
事務局を設ける。

第4章　総会
第18条〔表決手続〕　①総会の各構成国は，１個の投票権を有する。
　②重要問題に関する総会の決定は，出席し且つ投票する構成国
の３分の２の多数によって行われる。……

第6章　紛争の平和的解決
第33条〔国連の目的〕　①いかなる紛争でも継続が国際の平和及
び安全の維持を危うくする虞のあるものについては，その当事
者は，まず第一に，交渉，審査，仲介，調停，仲裁裁判，司法
的解決，地域的機関又は地域的取極の利用その他当事者が選ぶ
平和的手段による解決を求めなければならない。

 ②安全保障理事会は，必要と認めるときは，当事者に対して，そ
の紛争を前記の手段によって解決するように要請する。
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世界内閣日本年

（月） （月）
 1972 2冬季オリンピック札幌大会
                 5沖縄復帰
  9日中共同声明
 73 2円，変動為替相場制へ移行
  0第一次石油危機始まる
 74 ＊ 戦後初のマイナス成長

 75 W赤字国債発行
  ＊ 大学生200万人突破（進学率34.2％）
 76 2ロッキード事件発覚
 77 7領海12海里，漁業水域200海里施行
 78 8日中平和友好条約調印
 79 1共通一次試験始まる
  6先進国首脳会議，東京で開催

 80 ＊ 校内暴力，家庭内暴力深刻化

 81 3臨時行政調査会発足
 82 8参議院に比例代表制を導入
 83 ＊パソコン，ワープロ，急速に普及
 84 9韓国大統領，初来日

 85 6男女雇用機会均等法公布

 86 W国鉄分割･民営化法公布
 87 ＊ 防衛費，GNP1％枠突破
 88 6牛肉･オレンジ輸入自由化決定
  7リクルート事件発覚
 89 1元号「昭和」から「平成」へ
  4消費税スタート
  W株価が史上最高値をつける

 90 1センター試験始まる
  ＊株価･地価急落, 「バブル経済」破綻
 91 5雲仙･普賢岳で火砕流
 92 6PKO協力法成立
  9自衛隊をカンボジアに派遣
 93 8「非自民」連立政権成立
  W米の部分開放を決定
 94 ＊米不足，外国産米の輸入
 95 1阪神･淡路大震災
  3地下鉄サリン事件
 96 2エイズ薬害で厚相謝罪
  8新潟県巻町で条例制定による住
       民投票実施
 97 4消費税5％に引き上げ
  5アイヌ文化振興法成立
  6臓器移植法成立
 98 ＊金融ビッグバン

 99 5ガイドライン関連法成立
  7食料・農業・農村基本法制定
  9東海村臨界事故発生

（昭和47）

（平成元）

2ニクソン米大統領，中国訪問
5米ソ，SALTⅠに調印
6国連人間環境会議 （ストックホルム会議）
1ベトナム和平協定調印
0第四次中東戦争起こる
4国連資源特別総会
5インド，原爆実験
4サイゴン陥落，ベトナム戦争終結
Q第1回先進国首脳会議（サミット）
6南北ベトナム統一
Wベトナム，カンボジア侵攻
5第1回国連軍縮特別総会
1米･中国交回復
2イラン革命。中越国境戦争
3米，スリーマイル島原発事故
Wソ連，アフガニスタンに軍事介入
7西側諸国，モスクワ五輪不参加
9イラン･イラク戦争始まる
4米，初のスペースシャトル打ち上げ
4フォークランド紛争
W米，欧州に中距離核兵器実戦配備
7東側諸国，ロサンゼルス五輪不参
加
＊アフリカの飢餓深刻化
3ソ連，ゴルバチョフ政権成立
9プラザ合意
4チェルノブイリ原発事故
W米･ソ，INF全廃条約調印
5ソ連，アフガニスタン撤退開始
8イラン･イラク戦争停戦
6中国，天安門事件
Qベルリンの壁崩壊
W米ソ首脳マルタ会談（冷戦終結）
＊東欧の民主化ひろがる
8湾岸危機・湾岸戦争（～91年3月）
0東西ドイツ統一
Wソ連解体
6ブラジルで「地球サミット」開幕
＊旧ユーゴの民族紛争深刻化
9イスラエル，PLO暫定自治協定調印
QEU発足
5南ア大統領にマンデラ就任
1WTO発足
9仏，南太平洋で地下核実験を強行
9CTBT，国連総会で採択

2英でクローン羊誕生の報道
7香港返還
7アジア通貨危機
5インド，パキスタン核実験
5インドネシア，スハルト政権崩壊
1EU，単一通貨ユーロ導入
Wマカオ返還

地下鉄サリン事件（1995年）

事故が起きたチェルノブイリ（チョルノービリ）原子力発電所
（1986年）

ベルリンの壁撤去（1989年）

干ばつから逃れて
きたエチオピアの
難民（1984年）

那覇市で開かれた
沖縄復帰記念祝賀
式典（1972年）

田中角栄
1972.7～74.12

三木武夫
1974.12～76.12

福田赳夫
1976.12～78.12

大平正芳
1978.12～80.6

鈴木善幸
1980.7～82.11

中曽根康弘 
1982.11～87.11

竹下　登 
1987.11～89.6

宇野宗佑 
1989.6～89.8

海部俊樹
1989.8～91.11

宮沢喜一 
1991.11～93.8

細川護熙 
1993.8～94.4
羽田　孜 
1994.4～94.6
村山富市
1994.6～96.1
橋本龍太郎
1996.1～98.7

小渕恵三
1998.7～2000.4
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6韓国と北朝鮮，南北首脳初会談

9米で同時多発テロ事件 
0米，英など，アフガニスタンへ
　軍事行動
7アフリカ連合（AU）発足 
9持続可能な開発に関する世界首脳
 会議（ヨハネスブルク）
3イラク戦争
8第1回6か国協議
5EU25か国に拡大
Wスマトラ島沖地震,  津波で大被害

2京都議定書発効

7イスラエル，レバノンへ軍事行動
0北朝鮮，核実験
26か国協議，合意文書採択

8ロシア，グルジア（現ジョージア）
　に軍事侵攻
＊世界金融危機
1米でオバマ大統領就任

4ギリシャ財政危機
4メキシコ湾で原油流出事故
＊チュニジア，エジプト，リビアで
独裁政権崩壊
Qパレスチナ，国連総会決議で「オブ
ザーバー国家」に昇格
Qイラン核開発問題，計画縮小で合
意
3ロシア，クリミア半島（ウクライナ）
の編入を宣言

7アメリカとキューバ，国交回復
Wパリ協定採択
Wアジアインフラ投資銀行（AIIB）発足
6イギリス，国民投票でEU離脱派が
賛成多数
1米でトランプ大統領就任
7核兵器禁止条約，国連総会で採択
6米朝首脳初会談
8INF全廃条約失効

1イギリス，EU離脱
3WHO，新型コロナ感染拡大を「パ
ンデミック」と認定
2ミャンマー，軍事クーデタ
8米，アフガニスタンから完全撤退
2ロシア，ウクライナに軍事侵攻
＊世界人口80億人を突破

2ロシア，新STARTの履行停止を表明

世界日本年

（月） （月）

内閣

2ニクソン米大統領，中国訪問
5米ソ，SALTⅠに調印
6国連人間環境会議 （ストックホルム会議）
1ベトナム和平協定調印
0第四次中東戦争起こる
4国連資源特別総会
5インド，原爆実験
4サイゴン陥落，ベトナム戦争終結
Q第1回先進国首脳会議（サミット）
6南北ベトナム統一
Wベトナム，カンボジア侵攻
5第1回国連軍縮特別総会
1米･中国交回復
2イラン革命。中越国境戦争
3米，スリーマイル島原発事故
Wソ連，アフガニスタンに軍事介入
7西側諸国，モスクワ五輪不参加
9イラン･イラク戦争始まる
4米，初のスペースシャトル打ち上げ
4フォークランド紛争
W米，欧州に中距離核兵器実戦配備
7東側諸国，ロサンゼルス五輪不参
加
＊アフリカの飢餓深刻化
3ソ連，ゴルバチョフ政権成立
9プラザ合意
4チェルノブイリ原発事故
W米･ソ，INF全廃条約調印
5ソ連，アフガニスタン撤退開始
8イラン･イラク戦争停戦
6中国，天安門事件
Qベルリンの壁崩壊
W米ソ首脳マルタ会談（冷戦終結）
＊東欧の民主化ひろがる
8湾岸危機・湾岸戦争（～91年3月）
0東西ドイツ統一
Wソ連解体
6ブラジルで「地球サミット」開幕
＊旧ユーゴの民族紛争深刻化
9イスラエル，PLO暫定自治協定調印
QEU発足
5南ア大統領にマンデラ就任
1WTO発足
9仏，南太平洋で地下核実験を強行
9CTBT，国連総会で採択

2英でクローン羊誕生の報道
7香港返還
7アジア通貨危機
5インド，パキスタン核実験
5インドネシア，スハルト政権崩壊
1EU，単一通貨ユーロ導入
Wマカオ返還

 2000 1国会に憲法調査会設置
  9三宅島噴火で全島民避難
 01 1中央省庁，1府12省庁へ再編
  6ハンセン病補償法成立
  Q海上自衛隊インド洋派遣
 02 9初の日朝首脳会談。北朝鮮，拉致
   事実認める

 03 6有事法制関連3法成立

 04 1自衛隊イラク派遣
  5裁判員法成立
  6有事法制関連7法成立
 05 4JR西日本，尼崎で脱線事故
  ＊日本の人口が減少に転じる
 06 5日米政府，在日米軍再編合意
  W教育基本法改正
 07 5国民投票法成立

 08 4後期高齢者医療制度導入

 09 9民主党中心の連立政権成立

 10 7改正臓器移植法施行

 11 3東日本大震災・東京電力福島
   第一原子力発電所事故
 12 8消費増税関連法成立
  W自民党中心の連立政権成立
 13 7TPP交渉に正式参加
  W特定秘密保護法成立
 14 4消費税8%に引き上げ
  7「集団的自衛権」の行使容認を閣議
　　　　　　決定
 15 6選挙権年齢，18歳以上に引き下げ
  9安全保障関連法成立

 16 1マイナンバー制度発足
  2TPP調印
 17 6 「テロ等準備罪」を新設する改正組

織犯罪処罰法成立
 18 3TPP11協定調印
 19 4アイヌ施策推進法成立
  5元号「平成」から「令和」へ
  0消費税10％に引き上げ
 20 4新型コロナで「緊急事態宣言」発令
  Q�地域的な包括的経済連携（RCEP）協定

調印
 21 78�東京オリンピック・パラリンピ

ック競技大会
 22 4�改正民法施行，成年年齢が18歳に
  W安全保障関連3文書を閣議決定
  ＊出生数80万人割れ
 23 5広島サミット

（平成12）

日朝首脳会談によって帰国した拉致被害者たち
（2002年）

ロンドンでのイラク戦争反対のデモ（2003年）

東日本大震災（2011年）

新型コロナウイルス感染症のパンデミック
（世界的大流行）をWHOが表明（2020年）
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麻生太郎
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鳩山由紀夫
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菅直人
2010.6～11.9

野田佳彦
2011.9～12.12

菅義偉
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世界内閣日本年

（月） （月）
 1972 2冬季オリンピック札幌大会
                 5沖縄復帰
  9日中共同声明
 73 2円，変動為替相場制へ移行
  0第一次石油危機始まる
 74 ＊ 戦後初のマイナス成長

 75 W赤字国債発行
  ＊ 大学生200万人突破（進学率34.2％）
 76 2ロッキード事件発覚
 77 7領海12海里，漁業水域200海里施行
 78 8日中平和友好条約調印
 79 1共通一次試験始まる
  6先進国首脳会議，東京で開催

 80 ＊ 校内暴力，家庭内暴力深刻化

 81 3臨時行政調査会発足
 82 8参議院に比例代表制を導入
 83 ＊パソコン，ワープロ，急速に普及
 84 9韓国大統領，初来日

 85 6男女雇用機会均等法公布

 86 W国鉄分割･民営化法公布
 87 ＊ 防衛費，GNP1％枠突破
 88 6牛肉･オレンジ輸入自由化決定
  7リクルート事件発覚
 89 1元号「昭和」から「平成」へ
  4消費税スタート
  W�株価が史上最高値をつける（2024

年に更新）
 90 1センター試験始まる
  ＊株価･地価急落, 「バブル経済」破綻
 91 5雲仙･普賢岳で火砕流
 92 6PKO協力法成立
  9自衛隊をカンボジアに派遣
 93 8「非自民」連立政権成立
  W米の部分開放を決定
 94 ＊米不足，外国産米の輸入
 95 1阪神･淡路大震災
  3地下鉄サリン事件
 96 2エイズ薬害で厚相謝罪
  8新潟県巻町で条例制定による住
       民投票実施
 97 4消費税5％に引き上げ
  5アイヌ文化振興法成立
  6臓器移植法成立
 98 ＊金融ビッグバン

 99 5ガイドライン関連法成立
  7食料・農業・農村基本法制定
  9東海村臨界事故発生

（昭和47）

（平成元）

2ニクソン米大統領，中国訪問
5米ソ，SALTⅠに調印
6国連人間環境会議 （ストックホルム会議）
1ベトナム和平協定調印
0第四次中東戦争起こる
4国連資源特別総会
5インド，原爆実験
4サイゴン陥落，ベトナム戦争終結
Q第1回先進国首脳会議（サミット）
6南北ベトナム統一
Wベトナム，カンボジア侵攻
5第1回国連軍縮特別総会
1米･中国交回復
2イラン革命。中越国境戦争
3米，スリーマイル島原発事故
Wソ連，アフガニスタンに軍事介入
7西側諸国，モスクワ五輪不参加
9イラン･イラク戦争始まる
4米，初のスペースシャトル打ち上げ
4フォークランド紛争
W米，欧州に中距離核兵器実戦配備
7東側諸国，ロサンゼルス五輪不参
加
＊アフリカの飢餓深刻化
3ソ連，ゴルバチョフ政権成立
9プラザ合意
4チェルノブイリ原発事故
W米･ソ，INF全廃条約調印
5ソ連，アフガニスタン撤退開始
8イラン･イラク戦争停戦
6中国，天安門事件
Qベルリンの壁崩壊
W米ソ首脳マルタ会談（冷戦終結）
＊東欧の民主化ひろがる
8湾岸危機・湾岸戦争（～91年3月）
0東西ドイツ統一
Wソ連解体
6ブラジルで「地球サミット」開幕
＊旧ユーゴの民族紛争深刻化
9イスラエル，PLO暫定自治協定調印
QEU発足
5南ア大統領にマンデラ就任
1WTO発足
9仏，南太平洋で地下核実験を強行
9CTBT，国連総会で採択

2英でクローン羊誕生の報道
7香港返還
7アジア通貨危機
5インド，パキスタン核実験
5インドネシア，スハルト政権崩壊
1EU，単一通貨ユーロ導入
Wマカオ返還

地下鉄サリン事件（1995年）

事故が起きたチェルノブイリ（チョルノービリ）原子力発電所
（1986年）

ベルリンの壁撤去（1989年）

干ばつから逃れて
きたエチオピアの
難民（1984年）

那覇市で開かれた
沖縄復帰記念祝賀
式典（1972年）

田中角栄
1972.7～74.12

三木武夫
1974.12～76.12

福田赳夫
1976.12～78.12

大平正芳
1978.12～80.6

鈴木善幸
1980.7～82.11

中曽根康弘 
1982.11～87.11

竹下　登 
1987.11～89.6

宇野宗佑 
1989.6～89.8

海部俊樹
1989.8～91.11

宮沢喜一 
1991.11～93.8

細川護熙 
1993.8～94.4
羽田　孜 
1994.4～94.6
村山富市
1994.6～96.1
橋本龍太郎
1996.1～98.7

小渕恵三
1998.7～2000.4
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6韓国と北朝鮮，南北首脳初会談

9米で同時多発テロ事件 
0米，英など，アフガニスタンへ
　軍事行動
7アフリカ連合（AU）発足 
9持続可能な開発に関する世界首脳
 会議（ヨハネスブルク）
3イラク戦争
8第1回6か国協議
5EU25か国に拡大
Wスマトラ島沖地震,  津波で大被害

2京都議定書発効

7イスラエル，レバノンへ軍事行動
0北朝鮮，核実験
26か国協議，合意文書採択

8ロシア，グルジア（現ジョージア）
　に軍事侵攻
＊世界金融危機
1米でオバマ大統領就任

4ギリシャ財政危機
4メキシコ湾で原油流出事故
＊チュニジア，エジプト，リビアで
独裁政権崩壊
Qパレスチナ，国連総会決議で「オブ
ザーバー国家」に昇格
Qイラン核開発問題，計画縮小で合
意
3ロシア，クリミア半島（ウクライナ）
の編入を宣言

7アメリカとキューバ，国交回復
Wパリ協定採択
Wアジアインフラ投資銀行（AIIB）発足
6イギリス，国民投票でEU離脱派が
賛成多数
1米でトランプ大統領就任
7核兵器禁止条約，国連総会で採択
6米朝首脳初会談
8INF全廃条約失効

1イギリス，EU離脱
3WHO，新型コロナ感染拡大を「パ
ンデミック」と認定
2ミャンマー，軍事クーデタ
8米，アフガニスタンから完全撤退
2ロシア，ウクライナに軍事侵攻
＊世界人口80億人を突破
2ロシア，新STARTの履行停止を表明

世界日本年

（月） （月）

内閣

2ニクソン米大統領，中国訪問
5米ソ，SALTⅠに調印
6国連人間環境会議 （ストックホルム会議）
1ベトナム和平協定調印
0第四次中東戦争起こる
4国連資源特別総会
5インド，原爆実験
4サイゴン陥落，ベトナム戦争終結
Q第1回先進国首脳会議（サミット）
6南北ベトナム統一
Wベトナム，カンボジア侵攻
5第1回国連軍縮特別総会
1米･中国交回復
2イラン革命。中越国境戦争
3米，スリーマイル島原発事故
Wソ連，アフガニスタンに軍事介入
7西側諸国，モスクワ五輪不参加
9イラン･イラク戦争始まる
4米，初のスペースシャトル打ち上げ
4フォークランド紛争
W米，欧州に中距離核兵器実戦配備
7東側諸国，ロサンゼルス五輪不参
加
＊アフリカの飢餓深刻化
3ソ連，ゴルバチョフ政権成立
9プラザ合意
4チェルノブイリ原発事故
W米･ソ，INF全廃条約調印
5ソ連，アフガニスタン撤退開始
8イラン･イラク戦争停戦
6中国，天安門事件
Qベルリンの壁崩壊
W米ソ首脳マルタ会談（冷戦終結）
＊東欧の民主化ひろがる
8湾岸危機・湾岸戦争（～91年3月）
0東西ドイツ統一
Wソ連解体
6ブラジルで「地球サミット」開幕
＊旧ユーゴの民族紛争深刻化
9イスラエル，PLO暫定自治協定調印
QEU発足
5南ア大統領にマンデラ就任
1WTO発足
9仏，南太平洋で地下核実験を強行
9CTBT，国連総会で採択

2英でクローン羊誕生の報道
7香港返還
7アジア通貨危機
5インド，パキスタン核実験
5インドネシア，スハルト政権崩壊
1EU，単一通貨ユーロ導入
Wマカオ返還

 2000 1国会に憲法調査会設置
  9三宅島噴火で全島民避難
 01 1中央省庁，1府12省庁へ再編
  6ハンセン病補償法成立
  Q海上自衛隊インド洋派遣
 02 9初の日朝首脳会談。北朝鮮，拉致
   事実認める

 03 6有事法制関連3法成立

 04 1自衛隊イラク派遣
  5裁判員法成立
  6有事法制関連7法成立
 05 4JR西日本，尼崎で脱線事故
  ＊日本の人口が減少に転じる
 06 5日米政府，在日米軍再編合意
  W教育基本法改正
 07 5国民投票法成立

 08 4後期高齢者医療制度導入

 09 9民主党中心の連立政権成立

 10 7改正臓器移植法施行

 11 3東日本大震災・東京電力福島
   第一原子力発電所事故
 12 8消費増税関連法成立
  W自民党中心の連立政権成立
 13 7TPP交渉に正式参加
  W特定秘密保護法成立
 14 4消費税8%に引き上げ
  7「集団的自衛権」の行使容認を閣議
　　　　　　決定
 15 6選挙権年齢，18歳以上に引き下げ
  9安全保障関連法成立

 16 1マイナンバー制度発足
  2TPP調印
 17 6 「テロ等準備罪」を新設する改正組

織犯罪処罰法成立
 18 3TPP11協定調印
 19 4アイヌ施策推進法成立
  5元号「平成」から「令和」へ
  0消費税10％に引き上げ
 20 4新型コロナで「緊急事態宣言」発令
  Q�地域的な包括的経済連携（RCEP）協定

調印
 21 78�東京オリンピック・パラリンピ

ック競技大会
 22 4�改正民法施行，成年年齢が18歳に
  W安全保障関連3文書を閣議決定
 23 5広島サミット
 24 1能登半島地震

（平成12）

日朝首脳会談によって帰国した拉致被害者たち
（2002年）

ロンドンでのイラク戦争反対のデモ（2003年）

東日本大震災（2011年）

新型コロナウイルス感染症のパンデミック
（世界的大流行）をWHOが表明（2020年）
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野田佳彦
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菅義偉
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